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1．はじめに・・・
児童発達支援・放課後等デイサービスの請求対象は、平成27年4月
以降の法改正後の請求より対応しております。
平成27年3月以前の請求につきましては、対応しておりません。

★カイポケ(児童発達支援・放課後等デイサービス)の機能で出来る事

☆台帳管理

☆計画書作成

☆予定・実績管理

☆利用者上限管理

☆国保連請求管理のデータ作成

☆利用者請求管理

☆各種情報出力

伝送にて請求される会員様へ

カイポケ経営支援サービスにて伝送請求することは出来ません。
伝送するためには国保連の「取込送信ソフト(※1)」が必要となります。

※1 取込送信ソフト
このソフトウェアは、カイポケ経営支援サービスなどのベンダーソフトで出力されたデータを送信するために
用意されたものです。

 ※本マニュアルにおける画面イメージは、実際のバージョンと異なる場合がございます。あらかじめ

ご容赦願います。

はじめにご確認いただくこと

5



別冊の導入マニュアルにて会員情報の登録、契約手続きが完了いたしましたら、
請求業務管理ソフトをご利用いただけます。
請求業務管理ソフトは、基本情報（他社事業所情報、利用者情報、保険外サービ
ス情報）の 管理、上限管理、国保連合会への請求様式の作成・出力ができます。
請求業務ソフトのご利用の流れは以下のとおりです。

2．ご利用の流れ
はじめにご確認いただくこと

①帳票作成のために必要な基本情報を登録する　                            

『台帳管理』機能にて、帳票類作成の元データとなる「他社
事業所」や「利用者」等の基本情報を登録・管理します。
　［登録できる情報］
　・他社事業所
　・利用者情報
　・保険外サービス
　・学校情報

参照ページ

P.14～P.60

②計画書を作成する
利用者の計画書を作成します。

　［登録できる情報］
　・計画書
　・モニタリング表
　・経過記録

参照ページ

P.61～P.73
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④上限管理をする

⑤国保連へ請求する

⑥利用者へ請求する

③予定や実績を作成する

『利用者上限管理』機能にて、①『台帳管理』機能で登録した
情報をもとに利用者負担額一覧表と利用者負担上限管理結果票
を作成できます。

P.130～P.139

『国保連請求管理』機能にて、国保連へ提出するデータを作成
します。

P.140～P.160

参照ページ

［作成できる帳票］
・障害児通所給付費明細書
・実績記録票
・上限管理結果票

『利用者請求管理』機能にて、請求書や明細書を出力すること
ができます
［作成できる帳票］

・利用料請求書
・利用料領収書
・サービス利用明細書
・代理受領通知書

P.74～P.96

参照ページ
『予定・実績管理』機能にて、
①『台帳管理』機能で登録した情報をもとにサービスを登録し
ます。
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参照ページ

P.97～P.129

参照ページ

［作成できる帳票］
・実績記録票（予定）

はじめにご確認いただくこと



⑦登録済みのデータを出力する
『各種情報出力』機能にて、カイポケ上に登録したデータを  
CSVやPDF形式で出力します。

P.161～P.167

参照ページ

8

はじめにご確認いただくこと



3．【請求業務管理ソフト】の入り口と各画面紹介
はじめにご確認いただくこと

サイトトップよりレセプトにログインすると、以下の「TOP画面」が開きます。
 TOP画面から、【請求業務管理ソフト】へ入ることができます。

注意
※サービス種類名がグレーで表示されクリックできない場合は、契約手続きが完了しており
ません。
「導入マニュアル」をご確認いただき、「会員情報管理」より設定を行ってください。

【請求業務管理ソフト】は、「操作用画面」と「管理用画面」の2つの画面で構成されます。

 ①管理用画面の入り口
「管理用の画面へ」をクリックすると管理用画面に入ります。
※「管理用画面」は、管理ユーザーが基本情報や利用者請求情報などを 
確認・管理するための画面です。

 ②操作用画面の入り口
サービス種類名をクリックすると操作用画面に入ります。
※「操作用画面」は、管理ユーザー、一般ユーザー問わず、情報登録や修正などを
行うための画面です。

①

②
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3-1．【請求業務管理ソフト】の入り口（TOP画面）



注意

※拠点名・事業所名が表示されない場合は、契約手続きが完了していない状況です。
「導入マニュアル」をご確認いただき、「⑤会員情報管理」より設定を行ってください。

管理用画面を利用できるユーザーは、“管理ユーザー”のみとなります。

「TOP画面」にて、「管理用の画面へ」をクリックすると管理用画面に入ります。
管理用画面とは、「操作用画面」にて登録した以下の《台帳管理》、《利用者請求管理》
の情報を確認・管理するための画面です。

 ①台帳管理
自社の各事業所が「操作用画面」にて登録した、〈他社事業所情報〉、〈利用者情報〉、
〈保険外サービス情報〉を全事業所分まとめて確認できます。
情報を新規追加することはできませんが、変更・削除することができます。
※他社ケアマネ情報につきましては放課後デイについては登録不要です。

 
②利用者請求管理

〈利用者請求・入金管理〉〈口座振替管理〉〈（設定）入金口座〉の機能を利用できま
す。 主に入金状況の管理、請求データの出力・取込、入金口座の登録ができます。

 
③各種情報出力

現在、本機能から出力できる情報はありません。

① ② ③
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3-2．管理用画面



機能ごとの概要や操作方法については、第1章 帳票作成のために必要な基本情報を登録
する＿『台帳管理』 以降をご覧ください。

①下記の画面へ移動することができます。 
　マニュアル：本マニュアルが参照できます。

よくある質問：お客様からいただくよくあるご質問を確認できます。
レセプトTOP：【請求業務管理ソフト】の入り口（TOP画面）に移動できます。 
カイポケTOP：サイトTOP画面に移動できます。
ログアウト：ログアウトすることができます。

②月毎に予定・実績を確定した利用者の件数を確認できます。
③当月の各様式の確定件数を確認できます。
④計画書の目標期限とモニタリングの未登録の人数を確認できます。
⑤認定適用終了：受給者証のカイポケ経営支援サービスを利用できる期間の終了日が近

づくと、その人数を確認できます。

 

 

メモ

《台帳管理》から《利用者請求管理》までの 
全機能の更新・編集を行うことができます。

②

③

④

⑤

3-3．操作用画面
「TOP画面」にて、サービス種類名をクリックすると「操作用画面」に入ります。
「操作用画面」から【請求業務管理ソフト】の全機能を利用することができます。 
情報登録や修正など、請求業務管理に必要な作業は当画面から行います。
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①

はじめにご確認いただくこと

 

 

メモ



4．【請求業務管理ソフト】画面構成と基本機能
はじめにご確認いただくこと

①機能タブ
機能タブにカーソルを合わせると、機能メニュー（上図の点線四角）が表示されます。
機能メニューをクリックすると該当の登録・作成画面へ移動します。

②機能ボタン
情報を編集する際に利用するボタンです。一例として以下のような機能ボタンがあります。

・『新規追加画面へ』
情報を新規で追加する際に、新規追加画面へ移動します。

・『選択行をコピーして新規追加画面へ』
既に登録済みのデータをコピーして、新規追加画面へ移動します。
データをコピーして登録できるので、既存の情報と内容が似ている場合はとても便利です。

・『登録する』
入力した情報を登録します。『登録する』ボタンをクリックしないと入力した情報は保存
されません。

以下では『請求業務管理ソフト』の画面構成と基本的な機能の説明をします。

②

②

①
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『＊』
赤い＊は登録必須項目となります。必ず入力が必要です。

・『戻る』
1つ前の画面へ戻ります。
※入力したデータは保存されずに前の画面へ戻ります。

・『一覧へ戻る』
詳細画面から、一覧画面へ戻ります。
※入力したデータは保存されずに一覧画面へ戻ります。

・『キャンセル』
入力作業をキャンセルし、一覧画面へ戻ります。
※入力したデータは保存されずに一覧画面へ戻ります。

・『条件を指定して絞り込む』
画面上に表示させる情報の絞込ができます。
一括チェック等と併用いただくことで手間なく操作できます。
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メモ



帳票作成のために必要な
基本情報を登録する＿『台帳管理』

第1章
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1．『台帳管理』機能でできること
第1章 帳票作成のために必要な基本情報を登録する＿『台帳管理』

『台帳管理』機能では、帳票作成の元データとなる「他社事業所情報」（取引先で
ある事業所）や「利用者情報」等の基本情報や「保険外サービス」を登録・管理
することができます。
『台帳管理』機能で登録した基本情報を元に、帳票の作成が可能となりますので必
ずはじめに 登録をお願いいたします。
取引先の住所や事業者番号の変更、利用者の受給者証の更新なども、『台帳管理』
機能で行います。

「台帳管理」のデータをもとに太枠内の 
機能をご利用出来ます。

注意 ★台帳管理情報の削除についての留意事項
台帳管理の情報は「操作用画面」からは削除することはできません。
 削除するための方法は以下の通りになります。
▼他社事業所情報、利用者情報
「操作用画面」からは『非表示にする』事は出来ますが、データを完全に削除することはできま
せん。
データを完全に削除するためには、非表示にした後、「管理用画面」から削除する必要がありま
す。
▼保険外サービス
「操作用画面」からは非表示にすることも、削除することもできません。
 削除するためには、「管理用画面」から削除する必要があります。
※データは完全に削除されます。

なお、「管理用画面」に入れるのは、管理ユーザー、及び本社間接部門所属の一般ユーザーとな
ります。
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2．『他社事業所情報』を登録する
第1章 帳票作成のために必要な基本情報を登録する＿『台帳管理』

②

①

『他社事業所情報』では、「上限管理事業所」である他社事業所と、自社が上限
管理する必要 のある他社事業所の情報を登録します。
また、相談支援先の事業所(以下、相談支援事業所)を、登録することもできます。

2-1．「他社事業所」を新規登録する
新規登録の方法はケースにより操作方法が異なります。
新規で事業所を登録する場合は以下（1）を、
登録済の事業所情報をコピーして登録する場合は（2）をご参照ください。

（１）新規で他社事業所を登録する

注意

管理用画面からは「他社事業所」を新規追加することはできません。
新規追加する場合は、操作用画面から操作を行ってください。

③ ④

注意

事業所番号は、入力必須項目です。

①『台帳管理』＿「他社事業所」
をクリックします。

②『新規追加画面へ』をクリックし
ます。

③事業者番号を入力します。

④「検索する」をクリックします。
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⑧『次へ』をクリックします。

⑤

⑤法人種別・法人名を入力しま
す。

⑥

⑥事業所の住所を入力します。
※必須登録ではありません。

⑦

⑦登録するサービス種類を選択し
た後、事業所名等を入力します。

⑧

■行追加する
複数のサービス内容を入力する場合は、「行追加する」をクリックするとサービス内容の    
入力欄が表示されます。
入力欄が表示されたら、手順⑦と同様にサービス内容を入力してください。

■サービス種類
サービス種類欄は、[障害児通所支援][障害児相談支援]をご選択いただきます。
児童発達支援・放課後等デイサービス事業所の場合は、[障害児通所支援]をお選びください。

■サテライト区分
児童発達支援・放課後等デイサービスについては、本項目は利用できません。
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第1章 帳票作成のために必要な基本情報を登録する＿『台帳管理』

ポイント

 

 

メモ



■「戻る」
入力した内容を保持し、1つ前の画面へ戻ります。

■「キャンセル」
入力した内容は保存されず登録作業が終了しますので、ご注意ください。
入力内容を訂正される場合は、画面左上の「戻る」ボタンで該当箇所まで戻るか、      
一度登録をした後に変更してください。
「キャンセル」をクリックすると入力した全てのデータが消去されますのでご注意ください。

登録が完了すると、「他社事業所情報 一覧」に登録情報が表示されます。

⑨

⑨入力した内容を確認します。

⑩『登録する』をクリックします。

⑩
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第1章 帳票作成のために必要な基本情報を登録する＿『台帳管理』

ポイント

 

 

メモ

注意



①該当する事業者番号の事業所の
「選択」をクリックします。

②『選択行をコピーして新規追
 加画面へ』をクリックします。

①

②

④サービス種類、事業所情報 　
を入力します。

■行追加する
複数のサービス内容を入力する場合は、「行追加する」をクリックすると
サービス内容の 入力欄が表示されます。
入力欄が表示されたら、手順④と同様にサービス内容を入力してください。

⑤『次へ』をクリックします。

③

④

⑤

（2）登録済みの事業所情報をコピーして登録する
同じ事業所番号にて別のサービス種類を登録する場合は、登録済みの事業所情報を
コピーして登録すること が出来ます。

③登録済みの情報を確認
（必要があれば変更）します。
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第1章 帳票作成のために必要な基本情報を登録する＿『台帳管理』

ポイント



⑦『登録する』をクリックします。

⑥

注意

入力内容を訂正される場合は、画面左上の「戻る」ボタンで該当箇所まで戻るか、 
一度登録をした後に変更してください。
「キャンセル」をクリックすると入力した全てのデータが消去されますのでご注意ください。

登録が完了すると、「他社事業所情報 一覧」に同一事業者番号の登録情報が表示されます。

⑥登録した事業所の情報を確認　
します。
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⑦ 

ポイント



2-2．「他社事業所」を変更する

②

①変更したい事業所名をクリックします。

②-1 事業所番号を変更する場合は、
『事業所番号の変更画面へ』をクリック  
します。
②-2 事業所情報を変更する場合は、
『変更画面へ』をクリックします。

③ 事業所番号を追加する場合は、
『履歴を追加する』をクリックします。
④ 事業所情報を変更する場合は、
『変更画面へ』をクリックします。

＜『事業所番号の変更画面へ(②-1)』をクリックした場合＞
事業所番号の変更は、履歴を追加する方法(以下の③)と、登録内容を変更する方法(以下の④)が
あります。

注意
登録内容変更の場合、対象のサービス提供開始年月は変更前の値より未来日を登録することができませ
ん。未来日を設定する場合は、『戻る』ボタンから一つ前の画面に戻り、『履歴を追加する』から登録し
てください。

①

21

登録頂いた「他社事業所」情報を変更することができます。変更手順は以下の通りです。

第1章 帳票作成のために必要な基本情報を登録する＿『台帳管理』

②

③

④



⑤

③

④

③事業所の情報を変更します。

④『次へ』をクリックします。

⑤変更した事業所情報を確認します。

⑥『変更する』をクリックします。
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⑥
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＜『変更画面へ(②-2)』をクリックした場合＞



①非表示にしたい事業所名をク
リックします。

①

②

③

2-3．「他社事業所」を削除（非表示）する
誤登録などの理由により、「他社事業所情報」を削除するためには、以下の手順が必要です。
（1）「操作用画面」にて他社事業所を非表示にする
（2）「管理用画面」にて非表示にした他社事業所を完全に削除する 
以下では、（1）（2）を順に説明します。

（1-1）「他社事業所」を非表示にする
「他社事業所」を非表示にします。操作手順は以下の通りです。

②画面左下の『非表示にする』を
クリックします。

③『OK』をクリックします。
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（1-2）「他社事業所」を再表示にする
「他社事業所」を再度表示させることも可能です。操作手順は以下の通りです。

※「他社事業所」情報を再表示される場合は、『管理用画面』で操作する必要があります。

①

②

①TOP画面にて
「管理用の画面へ」をクリック
し、 管理用画面に入ります。

②管理用画面にて
《台帳管理》＿〈他社事業所情
報〉をクリックします。

③再表示させたい
「事業所名」をクリックします。

③

24
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ポイント



④『変更画面へ』をクリックします。

⑤

⑤他社事業所情報を再表示させたい自
社事業所の登録対象欄にチェックを入
れます。

⑥

⑥『次へ』をクリックします。
次画面にて登録内容を確認し、
『変更する』をクリックすることで、 
他社事業所情報が再表示され ます。
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④



※データを完全に削除するためには、「（1）「他社事業所」を非表示にする」にて説明した
通り、「他社事業所」を非表示にしている必要があります。

（2）「他社事業所」を完全に削除する
「他社事業所」情報を完全に削除することもできます。(「管理用画面」にも残らない) 
操作手順は以下の通りです。

①

②

①TOP画面にて
「管理用の画面へ」をクリック
し、 管理用画面に入ります。

②管理用画面にて
《台帳管理》＿〈他社事業所情
報〉をクリックします。

③非表示にしている
「事業所名」をクリックします。

③
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ポイント



④

登録対象にチェックがある場合は、削除は出来ません。
削除する場合はチェックを外してください。

⑤『OK』をクリックします。

⑤

④『削除する』をクリックします。
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ポイント



3．『利用者情報』を新規登録する
第1章 帳票作成のために必要な基本情報を登録する＿『台帳管理』

利用者情報は「基本情報（必須登録）」「障害児通所受給者証情報（必須登録）」「減額情
報（障害）」で構成されます。
以下では順に登録方法を説明します。

・基本情報・・・利用者（保護者）の氏名や住所などの基本的な情報を登録します。
・受給者証情報（児童）・・・障害児通所受給者証に記載されている内容を登録します。
・減額情報（児童）・・・利用者に市区町村が独自に行っている助成制度が適用される場合は、
                                        その情報を登録します。

3-1．「利用者情報」を新規登録する
（1）基本情報を新規登録する

はじめに基本情報を登録します。登録手順は以下のとおりです。

②『新規追加する』をクリックします。

①

②

③登録する利用者（保護者）の
 情報（氏名・性別・生年月日）を
 入力します。

④『検索する』をクリックします。

④

③

①《台帳管理》＿〈利用者情報〉を
クリックします。

 

 

メモ
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⑥利用者負担分の請求方法を選択し
ます。

⑦請求書の送付先を選択します。
2

1

⑥

⑤

⑦

⑧

⑨『確認画面へ』をクリックします。

3

⑩入力した基本情報に間違いがないか
確認します。

⑪

⑩

⑤利用者の基本情報を入力します。

⑧児童送迎情報を入力します。

⑪『登録する』をクリックします。

29

⑨
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■利用者の状態
［一時停止］または［利用停止］を選択した場合は、利用者の情報は、「利用者情報 一覧」画面に 
表示されません。表示させたい場合、以下手順の通り、条件を指定して検索する必要があります。

■利用者負担分の請求方法

利用者負担分の請求方法を選択してください。
「口座振替」を選択すると、口座の登録が必要です。操作手順は以下の通り
です。

①「顧客番号」を入力しま
す。(※1)

②銀行名の頭文字をクリックし
ます。

■児童送迎情報
「登録データから選択する」には、台帳管理_学校情報で登録した内容が表示されます。

ポイント1

①「顧客番号」を入力します。(※1)

②銀行名の頭文字をクリックします。

①
②

③

④

⑤

⑥

(※1)登録した内容は、管理用画面へ ＞ 《利用者請求管理》＿〈口座振替管理〉機能と連動します。

③該当の銀行を選択します。

④支店名の頭文字をクリックします。

⑤該当の支店を選択します。

⑥「口座種別」を選択し、
「口座番号」「口座名義（カナ）」を入力します。

①

① 『条件を指定して絞り込む』を
クリックします。

②
③

② 一覧表示させたい「利用者の状
態」を選択します。

③『検索する』をクリックします。
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ポイント2

ポイント3



注意

受給者証情報が更新された場合等は、受給者証情報を上書きせず、
受給者証情報を新規追加する必要がございます。以下の手順にて新規登録してください。

基本情報の登録が完了し、継続して受給者証を登録する場合は、
 下記の「受給者証情報 新規追加」画面から入力が開始されます。

■受給者証適用期間
カイポケ経営支援サービスで適用する受給者証の期間を入力します。
概ね「認定の有効期間」を入力するケース（初めて受給者証を登録する場合、受給者証が更新された
場合、月途中で区分が変更になった場合など）が多いですが、「認定の有効期間」は変わらず、受給
者証番号のみ 変更され受給者証を交付された場合などは、受給者証が切り替わった日付を入力してく
ださい。

（2）受給者証情報（算定情報含む）を新規登録する
基本情報の登録の後、受給者証情報と算定情報を登録します。

①

②

③

⑤
④

①利用者名を選択します。

②『受給者証情報(児童)』をクリックし
ます。

③『新規追加する』をクリックします。

④受給者証適用期間を入力します。

⑤『次へ』をクリックします。
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メモ

 

 

メモ



⑥

3 

1 

⑦

4 
 

■「市町村番号」「市町村名」の入力方法
①「市町村番号」の入力欄に市町村番号を入力します。
②「この番号で検索」をクリックします。
上記①②の操作を行うと、市町村名が表示されます。
※市町村一覧から登録で、市町村を検索して登録することも可能です。

■認定区分
受給者証が申請中の場合は、「申請中」を選択してください。 
受給者証の認定が下りたら、「認定済」を選択してください。

⑥受給者証の情報を入力します。

⑦『確認画面へ』をクリックします。
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ポイント1



⑧

■多子軽減対象区分
本項目は、多子軽減措置の対象児童の算定を行うための情報です(多子軽減措置は、児童発達 
支援の利用者のみ対象)。
放課後等デイサービスの利用者については、「対象外」をご選択願います。

■事業者記入欄番号
本項目には、受給者証の事業者記入欄における契約情報の番号を入力します。契約情報が複
数 ある場合は、自事業者に該当する契約情報の番号を入力します。0～99の数値が入力可能
です。

⑧入力内容を確認します。

⑨『登録する』をクリックします。
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⑨

■障害児　生年月日
本項目は、発達支援無償化の対象児童の算定を行うための情報です。

ポイント2

ポイント3

ポイント4
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1

登録が完了すると、「受給者証情報 一覧」に登録情報が表示されます。

■コピーして登録画面へ
登録済みの受給者証情報をコピーして新規追加することができます。
新規で登録する受給者証情報が登録済みの情報とあまり変わらない場合は、
（適用期間のみの変更の場合等）一から全情報を入力せずに済むので便利です。

2
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ポイント1

ポイント2



③

①

④

⑤

⑥

⑦

②

（3）減額情報を新規登録する
市区町村による利用者負担の軽減がある場合は、減額情報より登録します。 
操作手順は以下の通りです。

①「利用者情報 一覧」より、
 利用者名をクリックします。

②減額情報(児童）をクリック
します。

④減額情報を入力します。
期間、助成自治体番号、制度名、 
助成方法を登録します。

⑤『確認画面へ』をクリック
します。

1

⑥入力した内容を確認します。

⑦『登録する』をクリック
します。

③『新規追加する』をクリック
します。
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登録が完了すると、「減額認定情報 一覧」に登録情報が表示されます。

■自治体助成制度について
カイポケでは、次の軽減措置制度の算定が可能です。

①割合軽減：利用者負担額の一部を定率(％)で軽減している場合
②定額負担：利用者負担額の一部を定額(円)で軽減している場合

①・②以外に関しての助成制度については、市区町村窓口にお尋ねください。
なお、助成対象利用者が複数の事業所を利用されている(上限管理をいづれかの事業所で行われ 
ている)場合、助成額等を自動算定することができません。対象者がいる場合は、お手数ですが
弊社 カスタマーサポートへお問合せください。

2
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ポイント1

ポイント2



3-2．「利用者情報」を変更する
利用者情報は、変更する情報により変更手順が異なります。（1）または（2）へお進みくだ
さい。
（1）基本情報・算定情報を変更する
（2）受給者証情報・減額認定情報を変更する

引越しなどにより市町村が変更になった場合は、利用者の情報を変更せず、
 受給者証を新規追加してください。
※市町村が変わらず住所変更のみの場合は、新住所を上書きします。

（1）基本情報・算定情報を変更する
以下では基本情報の変更手順を説明しておりますが、算定情報の変更をされる場合も 
手順は同様となりますので、以下をご確認ください。

③『変更する』をクリック
します。③

①

②

①「利用者情報 一覧」より、
利用者名をクリックします。

②〈基本情報（または算定情
報）〉をクリックします。
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注意



④

⑤

⑥

⑦

④基本情報を変更します。

⑤『確認画面へ』をクリック
します。

⑥変更した基本情報を確認
します。

⑦『登録する』をクリック
します。
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注意

受給者証が更新された場合や、区分等が変更になった場合は、「受給者証情報」を 
変更せず、「受給者証情報」を新規追加してください。

受給者証情報を変更します。カイポケ経営支援サービスでは以下の枠内の情報を変更でき
ます。以下では、（a）受給者証情報の変更、（b）利用者負担の変更、（c）上限管理事業
所の変更、（d）決定支給量情報の変更、（e）事業所情報の変更、
（f）指定相談事業所情報の変更（必要 な場合のみ）の順に説明します。

（a） （a）

（b）

（d）

（e）

（f）

※必要な場合の
み

（2）受給者証情報を変更する

（c）
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【障害児通所受給者証】



（a）

（b）

（c）

（d）

（e）

（f）

【カイポケ経営支援サービス画面（受給者証情報）】
【サービス受給者証】の（a）～（f）を変更するには、
下図の【カイポケ経営支援サービス画面（受給者証情報】の（a）～（f）をそれぞれ変更
します。
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②

③

④

（a）登録済の受給者証内容を変更する
（a）の受給者証の情報を誤って入力してしまった場合などは、以下の手順で「受給者証情報」
を変更してください。

①

①「利用者情報一覧」より。利用
者名をクリックします。

②＜受給者証情報＞をクリック
します。

③「受給者証適用機関」を
クリックします。

④［変更画面へ］をクリック
します。
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⑤

⑥

⑦

⑧

⑥『確認画面へ』をクリック
します。

⑦変更内容を確認します。

⑧『登録する』をクリック
します。

⑤登録情報を変更します。
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②

③

① ①’

［利用者負担情報追加画へ］をクリックして、負担上限額を新規追加した場合は、
 一覧に登録した負担上限額が追加表示されます。

（b）利用者負担情報を追加・変更する
（b）の利用者負担情報を追加・変更します。操作手順は以下の通りです。

① 登録した内容を修正する場合
は、「適用開始年月日」をク
リックします。
①’利 用 者 負 担 情 報が変 更に
なった場合は、『利用者負担情
報 追 加 画 面へ』をクリックしま
す。

②「利用者負担情報」を登録
または変更します。

③『登録する』をクリックし
ます。

43

第1章 帳票作成のために必要な基本情報を登録する＿『台帳管理』

ポイント



① ①’

① 登録した内容を修正する場合
は、「適用開始年月日」を
クリックします。
①’上 限 管 理 事 業 所が変 更に
なった場合は、『上限管理事業
所新規追加画面へ』をクリック
します。

②

③

（c）上限管理事業所情報を追加・変更する
（c）の上限管理事業所情報を追加・変更します。操作手順は以下の通りです。

②「利用者上限管理事業所」を
登録または変更します。

③『登録する』をクリック
します。
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（d）決定支給量情報を追加・変更する
（d）の決定支給量情報を追加・変更します。操作手順は以下の通りです。

① ①’

① 登録した内容を修正する場合
は、「サービス内容」を
クリックします。
①’決定支給量が変更になった
場合は、『決定支給量情報追加
画面へ』をクリックします。

②

③

②「決定内容情報」を登録または
変更します。

③『登録する』をクリック
します。
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（e）契約支給量情報を追加・変更する
（e）の契約支給量情報を追加・変更します。操作手順は以下の通りです。

①
①’

① 登録した内容を修正する場合
は、「サービス内容」を
クリックします。
①’契 約 支 給 量 情 報が追 加に
なった場合は、『契約支給量情
報追加画面へ』をクリック
します。

②

③

②「契約支給量情報」を登録ま
たは変更します。

③『登録する』をクリック
します。
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（f）指定相談支援事業所を追加・変更する（必要な場合のみ）
（f）の指定相談支援事業所を追加・変更します。操作手順は以下の通りです。

①
①’

① 登録した内容を修正する場合
は、「適用開始年月日」を
クリックします。
①’利 用 者 負 担 情 報が変 更に
なった場合は、『指定相談支援
事業所追加画面へ』をクリック
します。

②

③
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②「指定相談支援事業所」を
登録または変更します。

③『登録する』をクリック
します。
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（3）減額情報を変更する
減額情報を変更します。操作方法は以下の通りです。

④

④『変更画面へ』を
クリックします。

⑤
⑤減額認定情報を変更
します。

⑥『確認画面へ』を
クリックします。

⑦

⑦変更内容を確認します。

⑧『登録する』をクリック
します。
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①

  ① 「利用者情報 一覧」よ
り、利用者名をクリック
します。

③

③「減額・減免期間」を
クリックします。

⑧

②〈減額情報（児童）〉を
クリックします。

②
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3-3．「利用者情報」を削除する
（1） 〈基本情報〉（利用者）を削除する

注意

〈基本情報〉を削除（非表示）すると、利用者一覧に利用者が表示されなくなります。

誤って登録したなどの理由により、 〈基本情報〉を削除するためには、以下の手順が
必要です。
（a）「操作用画面」にて利用者を非表示にする
（b）「管理用画面」にて非表示にした利用者を完全に削除する 
以下では、（a）（b）を順に説明します。
（a）「操作用画面」にて利用者を非表示にする

利用者が医療施設などに入院・入所した場合などは、以下の操作は行わず、〈基本情報〉
の「利用者の状態」にて、「一時停止」または「利用停止」を選択してください。

②『非表示にする』をクリック
します。

②
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①「利用者情報一覧」より、利
用者名をクリックします。

①
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③

（b）「利用者情報」を完全に削除する
「利用者情報」を完全削除します。「管理用画面」にデータを残したくない場合は、 
以下の手順で操作を行ってください。

※データを完全に削除するためには、「（a）「操作用画面」にて利用者を非表示にする」
にて説明した通り、 全ての事業所で「利用者情報」を非表示にしている必要があります。

注意

以下「管理用画面」は、管理ユーザーのみ入れます。
一般ユーザーでは入ることができませんので、管理ユーザーが操作を行ってください。

②

①

①TOP画面にて
「管理用の画面へ」をクリック
し、 管理用画面に入ります。

③『OK』をクリックします。
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②管理用画面にて
《台帳管理》＿〈利用者情報〉を
クリックします。

第1章 帳票作成のために必要な基本情報を登録する＿『台帳管理』
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④

⑤

③

③非表示にしている
「利用者名」をクリックします。

④『削除する』をクリックしま
す。

⑤『OK』をクリックします。
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⑤ 『OK』をクリックします。

②

③

②〈受給者証情報〉をクリック
します。

③「受給者証適用期間」を
クリックし ます。

①

受給者証情報は実績確定済みの場合は削除できません。

④

⑤

（2）受給者証情報、減額情報を削除する
受給者証情報、減額情報を削除します。
該当の２つの情報は削除方法が同様となりますので、以下では〈受給者証情報〉を事例に 
操作方法を説明します。

④『削除する』をクリック
します。

①「利用者情報 一覧」より、該当 
情報を削除する利用者名を
クリック します。
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4-1．「保険外サービス」を新規登録する
4．『保険外サービス』を登録する

第1章 帳票作成のために必要な基本情報を登録する＿『台帳管理』

新規登録の方法はケースにより操作方法が異なります。
新規で「保険外サービス」を登録される場合は（1）をご覧いだだき、
既に登録されている「保険外サービス」をコピーして登録される場合は（2）へお進みください。

■ 保険外サービスについて
保険外サービスには、国保連請求を行わない自費サービスを登録してください。

③ ③保険外サービスの情報を入力
します。

④『確認画面へ』をクリック
します。

①

②
②『新規追加画面へ』をクリッ
クします。

①《台帳管理》＿〈保険外サー
ビス情報〉をクリックします。

（1）新規で「保険外サービス」を登録する 

④

ポイント
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⑤

データを複数登録した場合は、以下の検索機能利用すると便利です。
「分類」「社内サービス番号」「保険外サービス名」にて条件を指定し、

『検索する』をクリックすると、探している保険外サービスを特定することができます。

⑤入力内容を確認します。

⑥『登録する』をクリック
します。
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■ サービス種類
保険外サービスの登録操作をしている事業所のサービス種類が自動で設定されます。
■ 保険外サービス名
保険外サービス名を任意に入力することが可能です。本項目に入力した内容が、利用者
請求書の項目名に反映されます。
■ 医療費控除
保険外サービスが医療費控除に該当する場合は、「対象」を選択してください。
設定した医療費控除の情報は《利用者請求管理》＿『請求明細』に自動的に表示されます。

ポイント
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②

③

④

⑤

①コピーするサービスを選択
します。

（2）登録済みのデータをコピーして登録する
登録済みのデータをコピーして登録します。操作方法は以下の通りです。

②『コピーして登録画面へ』をク
リックします。

③サービスの情報を変更します。

④『確認画面へ』をクリック
します。

⑤入力内容を確認します。

⑥『登録する』をクリック
します。
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4-2．「保険外サービス」を変更する
登録済みの保険外サービスを変更します。操作方法は以下の通りです。

① 

②

③ 

④

③サービス内容を変更します。

④『確認画面へ』をクリック
します。

①【保険外サービス名】を
クリックします。
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②『変更画面へ』をクリック
します。

⑤ 

⑥ 

⑤変更内容を確認します。

⑥『登録する』をクリック
します。
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4-3．「保険外サービス」を削除する
注意 

「保険外サービス」は一般ユーザーには削除いただけません。
削除するには管理ユーザーが管理者用画面から削除する必要があります。 
管理者用の画面への入り方については、「3．【請求業務管理ソフト】の入り口と
各画面紹介」をご参照ください。

登録済みの保険外サービスを削除します。操作方法は以下の通りです。

③ 

④

①

③「保険外サービス名」を
クリックします。

④『削除する』をクリック
します。

⑤

⑤『OK』をクリックします。

②
② 《台帳管理》＿〈保険外サー
ビス情報〉をクリックします。
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①TOP画面にて
「管理用の画面へ」をクリック
し、 管理用画面に入ります。
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5-1．「学校情報」を新規登録する
5．『学校情報』を登録する

第1章 帳票作成のために必要な基本情報を登録する＿『台帳管理』
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①

③

②

④ 

学校情報を登録すると、利用者情報の児童送迎情報や、予定・実績管理の休業日登録で
登録した学校情報が選択できるようになります。
■台帳管理_利用者情報_基本情報 ■予定・実績管理_休業日登録_学校休暇

①《台帳管理》＿〈学校情報〉
をクリックします。

②『新規追加画面へ』をクリッ
クします。

③学校の情報を入力します。

④『確認画面へ』をクリック
します。

⑤

⑥

⑥『登録する』をクリック
します。

⑤入力内容を確認します。

ポイント



5-2．「学校情報」を変更する
登録済みの学校情報を変更します。操作方法は以下の通りです。

①

② 

③

⑤

①【学 

①【学校名】をクリック
します。

②『変更画面へ』をクリック
します。

⑥『登録する』をクリック
します。

⑤変更内容を確認します。

④ 

③内容を変更します。

④『確認画面へ』をクリック
します。
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⑥
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①

5-3．「学校情報」を削除する
登録済みの学校情報を削除します。操作方法は以下の通りです。

②

③

①【学校名】をクリック
します。

②『削除する』をクリック
します。

③『OK』をクリックします。

60

第1章 帳票作成のために必要な基本情報を登録する＿『台帳管理』



計画書を作成する＿『計画書作成』
第2章

61

1．『計画書作成』機能でできること ・・・P62

2．計画書を作成する

1. レイアウトを設定する
2. 計画書を作成する
3. 計錯書を削除する
4. 計画書を印刷する

・・・P63
・・・P64
・・・P65
・・・P66

3．モニタリング表を作成する

1. レイアウトを設定する
2. モニタリング表を作成する
3. モニタリング表を削除する
4. モニタリング表を印刷する

・・・P67
・・・P68
・・・P69
・・・P70

4．経過記録を作成する

1. 経過記録を作成する
2. 経過記録を削除する
3. 警戒記録を印刷する

・・・P71
・・・P72
・・・P73



1．『計画書』機能でできること
第2章 計画書を作成する＿『計画書作成』

『計画書』機能では、以下の帳票を作成・管理することができます。

■ 作成できる帳票
• 計画書
• モニタリング表
• 経過記録

■計画書
・計画書で作成したサービスを予定・実績管理機能に反映できます。

【利用者別作成】をクリックすると、利用者一覧が表示され、
利用者 を選択すると編集・新規追加が出来ます。
※レイアウトの作成からおこないます

『計画書』 『モニタリング表』 『経過記録』の編集、新規
追加が出来ます。
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2-1．レイアウトを設定する
2．計画書を作成する

63

ポイント

一度設定したレイアウトで計画書を作成すると、レイアウト内容の変更や別のレイアウト
への変更はできませんのでお気をつけください。

まず初めに計画書のレイアウトの設定を行ってください。

 設定方法は以下の通りとなります。

①

②

①《計画書》＿〈(設定)帳票レイ
アウト〉をクリックします。

②『新規追加する』をクリック
します。

過去分の編集はこちらから行い
ます。

③レイアウトを初期状態に
戻します。

③

④設定したレイアウトの確認画
面へ移動します。

新しい項目を追加することが
できます。

項目の順番を入れ替えることが
できます。

項目を削除します。

⑤レイアウトを確認し問題なけ
れば『登録する』をクリック
します。

⑤

⑥

⑥登録後、設定したレイアウト
が適用される日を選択して『登
録する』をクリックします。

第2章 計画書を作成する＿『計画書作成』

④



2-2．計画書を作成する
レイアウトの設定後、下記手順に沿って計画書を作成することができます。

①

②

③

④

①《計画書》＿〈利用者別作
成〉をクリックします。

ポイント

■契約状況について

本項目にて、利用者毎に利用中のサービス種類(児童発達支援・放課後等デイサービス)を確認
することが出来ます。なお、契約支給量によるサービス提供終了日を経過した場合は、[契約
期間外]と表示されます。その際は、利用者情報の契約支給量情報をご確認願います。

②作成したい利用者をクリック
します。

③ 『新規追加画面へ』をクリッ
クします。

過去の作成履歴がある場合、コ
ピーして作成することも可能です。  

④ 各項目に必要事項を選択およ
び 入力します。

⑤すべて入力後に『登録する』を
クリックします。

作成したレイアウトを選択し、 
計画書の修正をすることも可能で
す。 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⑤
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2-3．計画書を削除する
計画書の印刷は以下の手順で行います。

②

③

④

①《計画書》＿〈利用者別作
成〉をクリックします。

②削除したい利用者をクリック
します。

③過去の計画書の[作成年月日]
をクリックします。

④ 『削除する』をクリック
します。
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2-4．計画書を印刷する
計画書の印刷は以下の手順で行います。

①

①

②
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第2章 計画書を作成する＿『計画書作成』

①計画書の一覧画面と利用者ごとの
編集画面から印刷ができます。

印刷する計画書を表示し、『印刷プ 
レビューする』をクリックします。

②計画書の出力プレビューがエクセ
ル形式にて表示されます。



3-1．レイアウトを設定する

3．モニタリング表を作成する
第2章 計画書を作成する＿『計画書作成』

①
②

③

⑥

新しい項目を追加することができま

す。 

①《計画書》＿〈（設定）帳票
レイアウト〉をクリックしま
す。

まず初めにモニタリング表のレイアウトの設定を行ってください。
設定方法は以下の通りとなります。

② 『モニタリング表』を
クリックします。

③ 『新規追加する』をクリック
します。

④『初期状態に戻す』をクリッ
クします。

項目の順番を入れ替えることが
できます。

⑥『登録する』をクリック
します。

⑦

⑦登録後、設定したレイアウト
が適用される日を選択して『登
録する』をクリックします。

項目を削除します。

④ ⑤

⑤『確認画面へ』をクリック
します。
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3-2．モニタリング表を作成する
レイアウトの設定後、下記手順に沿ってモニタリング表を作成することができます。

①

②

①《計画書》＿利用者別作成〉
をクリックします。

②作成したい利用者をクリック
します。

④

⑤

③『モニタリング表』をクリッ
クします。

④関連付ける計画書の選択をし
ます。

⑤『新規追加画面へ』をクリッ
クします。

③

⑥ 各項目に必要事項を選択およ
び 入力します。

⑥

⑦すべて入力後に『登録する』
をクリックします。

過去の作成履歴がある場合、
コピーして作成することも可能
です。
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⑦
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3-3．モニタリング表を削除する

③

⑤

モニタリング表の削除は以下の手順で行います。

②
②削除したい利用者をクリック
します。

①《計画書》＿〈利用者別作
成〉をクリックします。

③『モニタリング表』をクリッ
クします。

④

④作成済のモニタリング表の
[評価日]をクリックします。

⑤『削除する』をクリック
します。
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3-4．モニタリング表を印刷する
モニタリング表の印刷は以下の手順で行います。

①

①

①モニタリング表の一覧画面と
利用者ごとの編集画面から印刷
ができます。
印刷するモニタリング表を表示
し、『印刷プレビューする』を
クリックします。

② ②モニタリング表の出力プレ
ビューがエクセル形式にて表示さ
れます。
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4-1．経過記録を作成する

４．経過記録を作成する
第2章 計画書を作成する＿『計画書作成』
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経過記録の作成は以下手順で行います。

①

②

③

⑤

⑥

①《計画書》＿〈利用者別作
成〉をクリックします。

②作成したい利用者をクリック
します。

③『経過記録』をクリック
します。

④

過去の作成履歴がある場合、コ
ピーして作成することも可能
です。

⑤各項目に必要事項を選択およ
び入力します。

⑥ 『登録する』をクリック
します。

④『新規追加画面へ』をクリッ
クします。



4-2．経過記録を削除する

③

④

⑤

経過記録の削除は以下手順で行います。

②

①《計画書》＿〈利用者別作
成〉をクリックします。

②作成したい利用者をクリック
します。

③『経過記録』をクリック
します。

④削除対象の[年月日]をクリッ
クします。

⑤『削除する』をクリック
します。
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4-3．経過記録を印刷する
経過記録の印刷は以下の手順で行います。

ポイント

■経過記録の印刷について
経過記録の印刷は、経過記録の一覧からのみ出力可能です。変更画面から印刷すること
はで きません。

■経過記録の出力範囲について
画面に表示されている経過記録のみ、出力されます。
出力したい範囲を変更したい場合は、対象期間をご選択の上、経過記録を出力願います。

②
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①
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②経過記録の出力プレビューが
エクセル形式にて表示されま
す。

①経過記録の一覧から印刷がで
きます。
印刷する利用者を表示し、
『印刷プレビュー』をクリック
します。
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第3章
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1．『予定・実績管理』機能でできること ・・・P75

2．休業日を登録する
・・・P80

3．予定を登録する

1. 予定と実績を登録する
2. 予定を実績に反映させる
3. 加算を登録する
4. 予定を確定する
5. 実績を確定する

・・・P82
・・・P92
・・・P94
・・・P95
・・・P96



1．『予定・実績管理』機能でできること
第3章 予定や実績を作成する＿『予定・実績管理』
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　■入口画面

予定

予定確定

実績

実績確定

『予定・実績管理』機能では、サービスの予定と実績を登録することができます。 
いくつかの方法で登録可能です。
実績を確定すると国保連請求管理にデータが反映して様式が表示されます。

　■各機能とのデータの繋がり

        《予定・実績管理》
                　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《国保連請求管理》

様 式 2  

実績記録票

《予定・実績管理》＿〈利用者別予実登
録〉をクリックして、登録を開始します。



■利用者選択画面からできること

『利用者選択画面』では、利用者一覧表示から『全利用者カレンダー』表示に
切り替えることができます。
利用者ごとに学校の『休業日登録』を設定するとサービスコードが反映されます。
利用者を選択し、予定・実績の登録を行います。
予定・実績の確定をすると、請求データに反映されます。

全利用者カレンダー 休業日登録

表・カレンダー 横・テーブル

予定・実績の登録

縦・スライド

国保連 
請求管理

利用者選択画面
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【全利用者カレンダー】
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【利用者選択画面】

(c)  (d) 

(e)

(a)利用者一覧の表示を切り替えます。
(b)サービス提供年月が表示されます。プルダウンか「前月」「次月」で移動可能です。
(c)利用者名をクリックすると、予定・実績の登録画面へ移動します。
(d)休業日の登録・変更画面に移動します。　 ※「2. 休業日を登録する」を参照
(e)全利用者が一覧で表示されます。
(f)選択した利用者の実績記録票(予定)が出力できます。
(g)実績記録票(予定)を出力する利用者を選択できます。一括での選択も可能です。
(h)カレンダーに表示するサービスを選択できます。
(i)全利用者の予定が１ヶ月ごとのカレンダーで表示されます。
(j)利用者にカーソルを合わせると、その利用者の予定が表示されます。

(h)(i)

(j)

■ TOP画面の見方

(a)

(b)

(f)

(g)

第3章 予定や実績を作成する＿『予定・実績管理』



■画面の見方

(a)予定表の表示を切り替えます。
(b)小学校の休業日を登録できます。
(c)予定表をエクセルで出力できます。
(d)前月の予定のサービスをコピーできます。
(e)実績記録票(予定)を出力できます。
(f)表示内容を絞り込みます。
(g)上限管理加算の算定の有無を選びます。 ※様式に加算が反映されます。
(h)負担上限金額が表示されます。
(i)処遇改善加算の算定の有無を選びます。※様式に加算が反映されます。
(j)特定処遇改善加算の算定の有無を選びます。※様式に加算が反映されます。
(k)受給者証情報が表示されます。
(l)予定と実績を確定します。
(m)計画書で作成したサービスを展開できます。
(n)表示している利用者の利用者情報の基本情報画面に遷移できます。
(o)カレンダーに表示する予定・実績を選択できます。
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(h)(g)

(l)

(a)

(m)

(c)(b) 
(o)

(i)

(k)

(n)
(d) (e)

(f) 

(j)
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(a)利用者名が表示されます。プルダウンか「前」「次」で他の利用者画面へ移動可能です。
(b)サービス提供年月が表示されます。プルダウンか「前月」「次月」で移動可能です。
(c)サービスの新規追加・削除ができます。
(d)左側に予定、右側に実績が表示されます。

【横・テーブル】

(a)利用者名が表示されます。プルダウンか「前」「次」で他の利用者画面へ移動可能です。
(b)サービス提供年月が表示されます。プルダウンか「前月」「次月」で移動可能です。
(c)サービスの新規追加・削除ができます。
(d)左側にサービス内容、右側の予定・実績部分に、１を立てて表示します。

■予定表の表示形式
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【縦・スライド】

【表・カレンダー】

(a)利用者名が表示されます。プルダウンか「前」「次」で他の利用者画面へ移動可能です。
(b)サービス提供年月が表示されます。プルダウンか「前月」「次月」で移動可能です。
(c)1ヵ月のカレンダーに予定と実績が表示されます。

(b)
(c)
(a)

(d)

(b)(a)

(c)

(a) (b)
(c)
(d)
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2．休業日を登録する
第3章 予定や実績を作成する＿『予定・実績管理』

②

■休業日登録

「学校休暇を読み込む」では、登録済みの学校休暇を読み込むこ とが出来ます。
「新規に学校休暇を登録する」のプルダウンには、台帳管理_学校情報で登録した学校名が表示
されます。

ポイント

児童ごとに学校の休業日を登録します。登録した休業日は予定・実績を登録する際に反映されます。

（1）期間を指定して休業日を登録する

①休業日を登録する利用者の
『未登録』をクリックします。

②【↓】をクリックすると、
設定画面が表示されます。

③

③下校時間を入力します。

④『下校時間の設定をする』を
クリックします。

④ 

⑤
⑤学校を選択します。

⑥

⑥休暇情報を入力します。

⑦⑧

⑦『学校の休暇設定を登録す
る』をクリックします。

⑧『利用者（児童）に休暇設定を
反映する』をクリックします。

①
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①

休業日の登録を行っておくと、予定・実績を登録時に休業日のサービスコードが表示されるようになります

（2）日付を選択して休業日を登録する

①休業日を登録する利用者の未 
登録の日付をクリックします。

②設定されると色が変更されま
す。
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ポイント
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3-1．予定と実績を登録する

3．予定を登録する
第3章 予定や実績を作成する＿『予定・実績管理』

①

②

④ 

ポイント

保険外サービスは、「台帳管理」＿「保険外サービス情報」にて台帳の登録が必要となります。
台帳への登録方法は、「4．『保険外サービス』を登録する」を参照ください。

【表・カレンダー】
（1）新規登録する

サービスの予定、実績を新規で登録します。該当の利用者ではじめてサービスを登
録する場合は以下の手順で登録します。 ①《予定・実績管理》＿〈利用

者別予実登録〉をクリックしま
す。

③ 　をクリックします。

②該当の利用者名をクリック
します。

④サービスの選択画面が開きま
す。 新規作成するサービスの選
択をします。

③ 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ポイント2

カレンダーの日付をクリックすることで別提供日の登録が可能です。選択された提供日は色が
切り替わります。開始時間／終了時間が同じ場合は、本機能をご利用いただくと便利です。

⑧

ポイント1

サービスごとの加算の設定は加算情報から選択してください。
(例)欠席時対応加算、送迎加算等

⑧登録が完了すると、実施時間
とサービスコードが表示されま
す。

ポイント3

児童発達支援・放課後等デイサービスにてご利用の場合、対象児童のサービス名を選択して
ください。初期表示は、利用者情報に登録されているサービス名を表示します。

⑤サービス設定画面が開きま
す。必要な項目を入力し、
サービス内容を選択します。

⑥「予定・実績」を選択し、
開始時間・終了時間を設定
し、実施日を選択します。

⑦『登録する』をクリックし
ます。

1 

2 

3 

⑤ 

⑥ 

⑦ 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（2）登録したサービスを変更する

①

②

③

④

①変更するサービスをクリック
します。

②『サービス内容の変更』をク
リックします。

④『登録する』をクリック
します。

③必要な項目を変更します。
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（3）登録したサービスを削除する

②

①削除するサービスをクリック
します。

②『サービスの削除』をクリッ
クします。

85

第3章 予定や実績を作成する＿『予定・実績管理』

①



④

⑤

ポイント

保険内を選択すると作成する日を選択するカレンダーが表示され
ます。

①

②

【縦・スライド】
（1）新規登録する

①《予定・実績管理》＿〈利用
者別予実登録〉をクリックしま
す。

②該当の利用者名をクリック
します。

④『新規追加』をクリック
します。

⑤サービスの選択画面が開きま
す。新規作成するサービスの選
択をします。
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③ 

③『縦・スライド』をクリック
します。
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⑨

⑥

⑦

⑧

(保険内サービスを登録する場合)

⑥必要な項目を入力し、サービ
ス内容を選択します。

⑦「予定・実績」を選択し、
開始時間・終了時間を設定し、
実施日を選択します。

⑧『登録する』をクリックしま
す。

⑨登録が完了すると、実施時間
とサービスコードが表示されま
す。
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（2）登録したサービスを変更する

①

②

③

①変更するサービスをクリック
します。

②『サービス内容の変更』をク
リックします。

③必要な項目を変更します。

④「登録する」をクリック
します。
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④



①

②

の下のチェックボックスにチェックを入れると、全てのサービスを選択することが可能です。

（3）登録したサービスを削除する
■個別に削除する

■まとめて削除する

①

②

①削除するサービス内容をク
リックします。

②『サービスの削除』をクリッ
クします。

①削除するサービス内容に
チェックを入れる。

②『削除する』をクリックしま
す。
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ポイント
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③

⑤ 

ポイント

保険内を選択すると作成する日を選択するカレンダーが表示されます。

①

②

【横・テーブル】
（1）新規登録する

①《予定・実績管理》＿〈利用
者別 予実登録〉をクリックしま
す。

②該当の利用者名をクリック
します。

⑤サービスの選択画面が開きま
す。 新規作成するサービスの
選択をします。

④『新規追加』をクリックしま
す。
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③『横・テーブル』をクリック
します。

④
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⑨

⑥

⑦

(保険内サービスを登録する場合)

⑥必要な項目を入力し、サービ
ス内容を選択します。

⑦「予定・実績」を選択し、
開始時間・終了時間を設定し、
実施日を選択します。

⑧『登録する』をクリックしま
す。

⑨登録が完了すると、実施時間
とサービスコードが表示され、
「1」が表示されます。
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⑧
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ポイント

実績側への反映は、“一括”もしくは“個別”に行う事ができます。
「≫」（一括）‥表示されているサービスを一括で実績側に反映します。
「＞」（個別）‥選択した行のサービスのみ、実績側に反映します。

3-2．予定を実績に反映させる
【表・カレンダー】

【縦・スライド】

①

②

③

①

①予定を実績に反映したいサー
ビスをクリックします。

②『予定から実績を作成』をク
リックします。

③カレンダーに実績が表示され
ます。

①「≫」もしくは「＞」を
クリックします。
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【横・テーブル】

①

①予定を実績に反映したいサー
ビスの『実績』をクリックしま
す。

③

③実績に「1」が登録されます。

②『登録する』をクリック
します。

②
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3-3．加算を登録する
【利用者ごとに加算を登録する場合】

ポイント

加算のあり/なしの初期表示は、台帳の設定が反映されています。該当サービス提供月のみ変更にな
る場合に設定してください。初期表示自体を変更したい場合は、下記台帳を修正してくだい。

■上限管理加算
台帳管理 ＞ 利用者情報 ＞ 受給者証情報 ＞ 上限管理事業所情報

■処遇改善加算、特定処遇改善加算について
レセプトトップ ＞ 会員情報管理 ＞ 自社情報

「上限管理加算」「処遇改善加
算」「特定処遇改善加算」を
プルダウンで選択します。

保険内の登録画面の加算情報を
選択し、プルダウンで登録した
い加算を選択します。

【該当月のみ、上限管理加算や処遇改善加算を変更したい場合】
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予定を確定すると、以下の通り『予定を確定する』ボタンが『確定を解除する』に変わります。 
予定の確定を解除される場合は、 『確定を解除する』をクリックしてください。
予定を確定すると、登録済みの予定の編集を行うことができません。編集するためには、
『確定を解除する』をクリックしてから編集してください。

前月コピーをクリックすると、前月登録した内容をコピーして当月に表示させることが可能です。

3-4．予定を確定する

①

【表・カレンダー】　

【横・テーブル】

①

①予定を登録します。

②『予定を確定する』をクリック
します。

②
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ポイント1

予定の登録をしたら、予定を確定します。確定すると解除しない限り予定の上書きができな
くなります。 操作方法は以下の通りです。

①

1  2 

ポイント２  『実績記録票(予定)出力』で、予定時点での実績記録票の出力を行えます。
複数の利用者を一括して印刷する場合は、利用者選択画面から出力できます。
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【縦・スライド】　



3-5．実績を確定する
実績の登録をしたら、実績を確定します。実績を確定すると、様式（障害児通所給付費明細
書）や 利用者への請求書などを作成できます。
操作方法は以下の通りです。

ポイント
実績を確定すると、以下の通り『実績を確定する』ボタンが『実績を解除する』に変わります。
実績を確定すると、登録済みの実績の編集を行うことができません。編集するためには、
『実績を解除する』をクリックしてから編集し、再度『実績を確定する』をクリックしてください。
※台帳情報の変更後は、『実績を解除する』をクリック後、そのまま『実績を確定する』を 
　クリックしてください。確定する際に、変更したマスタ情報が読み込まれます。

①

①

【カレンダー】 【縦・スライド】

【横・テーブル】

①

①予定を実績に反映します。

②『実績を確定する』をクリックしま
す。 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1．『利用者上限管理』機能でできること ・・・P98

1. 利用者負担額一覧表を出力する
2. 利用者負担上限管理結果票を出力する
3. 送付状況を登録する

・・・P100
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・・・P105

2．『複数児童上限管理』機能でできること ・・・P106

複数児童上限管理を新規作成する
複数児童上限管理を編集する
複数児童上限管理を確定する
利用者負担上限月額管理結果票(複数児童用)を出力する
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・・・P127



1．『利用者上限管理』機能でできること
第4章 上限管理をする＿『利用者上限管理』
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『利用者上限管理』機能では、利用者負担額の 上限額管理事務を行うことが出来ます。
【負担額一覧表】 と【管理結果票】を作成し、印刷することが可能です。

利用者が表示される条件は、受給者証情報に登録されている認定有効期間が該当月である
ことと、上限管理事業所が登録されていることです。

■各機能とのデータの繋がり

《台帳管理》＿《利用者情報》
【受給者証情報】の適用期間

《台帳管理》＿《利用者情報》
【上限管理事業所】の登録

《利用者上限管理画面》 
に利用者名表示される

《利用者上限管理》＿〈利用者上 
限管理〉をクリックします。

■入口画面



■ 画面の見方

ポイント
【一括チェック】にチェックを入れると、表示されている全利用者が選択されます。

(a)
(b)
(c)

(d) (e)

(f)

(a)サービス提供年月が表示されます。「前月」「次月」で移動可能です。
(b)条件を指定して利用者を表示させます。
(c)チェックボックスにチェックを入れた利用者の帳票の印刷プレビューと印刷ができます。
(d)「管理結果票」「負担額一覧表」を選択し、帳票を出力する利用者を表示させます。
※予定実績画面で該当月に実績を確定した利用者が表示されます。
(e)他社が上限管理をする場合、こちらより管理結果額を登録出来ます。
※登録した金額は請求書に反映されます。
※該当する利用者様がいない場合は、『管理結果票の反映』は表示されません。
(f)チェックを入れた利用者を『印刷プレビュー』で表示、または『送付状況変更登録』を行います。
(g)受給者証の適用期間が該当月であり、かつ上限管理事業所を登録している利用者が表示されます。 

自社が上限管理行う利用者は青で、他社が上限管理を行う利用者は黒でそれぞれ表示されます。
※該当月にサービスを行っていない場合も表示されます。
(h)チェックボックスにチェックを入れた利用者の、事業所への送付状況の設定が可能です。
「送付済」「未送付」の設定が可能です。

(g)
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(h)



1-1．利用者負担額一覧表を出力する

②

（1）負担額一覧表を印刷する
他社が上限管理事業所の場合で【利用者負担額一覧表】が必要な場合、利用者負担額一覧
表を作成できます。操作方法は下記の通りです。

④

⑤

①プルダウンから【負担額一覧
表】を 選択します。
※プルダウンで【負担額一覧
表】を選択すると、【負担額一
覧表】の対象の利用者が表示さ
れます。
②②印刷したい利用者を選択しま
す。

③『印刷プレビューする』を
クリックします。

④作成日を選択し、負担額一覧
表にチェックを入れます。

⑤『印刷プレビューする』をク
リックします。
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①

③



⑥

⑥負担額一覧表がPDFで表示
されます。
印刷する場合は印刷ボタンで
印刷をお願いいたします。
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① 

②
③

④

（2）利用者の負担額を登録する
他社が上限管理事業所の場合で利用者負担額の調整が必要な場合、【管理結果】と【管理結果
額】を登録できます。操作方法は下記の通りです。

①『結果管理票の反映』をク
リックします。

②管理結果をプルダウンで選択
し、 管理結果額を登録します。

※結果は様式と請求書に反映し
ます。

③『登録する』をクリック
します。

④登録した情報が反映します。
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①



1-2．利用者負担上限管理結果票を出力する

②

③

ポイント
【行追加する】をクリックすると、利用者負担額集計・調整額の行が追加されます。

④

⑤ 

⑥

①プルダウンから【管理結果
票】を選択します。
※プルダウンで【管理結果票】
を選択すると、【管理結果票】
の対象の利用者が表示されま
す。

自社が上限管理事業所の場合で、【利用者負担上限管理結果票】が必要な場合、【利用者 
負担上限管理結果票】を作成できます。操作方法は下記の通りです。

②登録したい利用者をクリック
します。

③【作成区分】および【利用者
負担上限管理結果】をプルダウ
ンより選択します。

④【事 業 所 名 称】のプルダウン
より事業所を選択し、負担額の
調整をします。

⑤『登録する』をクリックして
入力したデータを登録します。
※登録をクリックすると管理結
果後利用者負担額が反映されま
す。

⑥『確定する』をクリックする
とデータが確定されます。
※様式が出来上がります。
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①



ポイント

上限管理を確定すると、『確定する』ボタンが『確定を解除する』に変わります。
上限管理を確定すると、登録済みの負担額の編集を行うことができません。
編集するためには『確定を解除する』をクリックしてから編集し、再度『確定する』を
クリックしてください。

⑦

⑦【確定する】をクリックする
と上部に確定日などが表示され
ます。
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1-3．送付状況を登録する
関連事業所への送付状況を設定・確認出来ます。操作手順は以下の通りです。

「送付済 」の状態で再度選択して【送付状況変更登録】をクリックすると、「未送付」に変更されます。

ポイント

①

②

③

①登録したい利用者にチェック
を入れます。

②『送付状況変更登録』をク
リックします。

③[関連事業所送付状況]が[送付 
済]になり、青く反転します。
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[自事業所]

複数児童上限管理を行う場合の利用状態
カイポケでの上限管理方法は『利用者上限管理』『複数児童上限管理』2種類があります。
利用者上限管理は一般的な上限管理方法で、複数児童上限管理は同一世帯の児童が自事業所に
通っており、自事業所が上限管理事業所の場合に行える管理方法です。
※各上限管理については別途自治体への申請が事前に必要となります。詳細は各自治体にご相談
ください。
※詳細な事例については自治体にお問い合わせください。

兄 妹

上限管理事業所

[他事業所]

兄 妹

複数児童上限管理できる
・自事業所が上限管理事業所
・同一世帯の児童が通ってい

る。
複数児童用 利用者負担上限月
額管理結果票を作成する。

[自事業所]

兄 妹

上限管理事業所

[他事業所]

兄 妹

複数児童上限管理できない
・自事業所が上限管理事業所

ではない。
利用者上限管理で負担額一覧
表を作成する。

[自事業所]

兄 妹

上限管理事業所

[他事業所]

兄

負担額一覧表

複数児童用
利用者負担上限
月額管理結果票

複数児童上限管理できない
・妹は上限管理する必要はな

い。

兄は利用者上限管理で利用者
上限管理で利用者負担上限月
額管理結果票を作成する。

利用者負担上限
月額管理結果票

(１) 複数児童上限管理を行う場合

(2) 利用者上限管理で負担額一覧表を作成する場合

(3) 利用者上限管理で利用者負担上限月額管理結果票を作成する場合

第4章 上限管理をする＿『利用者上限管理』

2．『複数児童上限管理』機能でできること
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『複数児童上限管理』機能では、同一世帯に障害児通所支援を利用する児童が複数いる場
合、複数の児童をあわせ利用者上限月額を超えないように利用者負担額を管理、調整するこ
とが出来ます。
【複数児童用 利用者負担上限月額管理結果票】を作成し、印刷することが可能です。

複数児童上限管理を行った場合、管理結果票の伝送データは作成されません。

■入口画面

複数児童上限管理の請求は現在、各自治体ごとの運用方法に則って行われています。
お客様がご利用される自治体によっては本機能での請求が行えない可能性もあります。
必ず自治体が定めた同一世帯における複数児童での上限額管理の方法も合わせて参照くださ
い。

■画面構成
『複数児童上限管理』機能は入口画面（メニュー）から入り、5つの画面で構成されてい
ます。

《利用者上限管理》＿〈複数児童
上限管理〉をクリックします。

一覧
画面

対象児童選択
画面

明細(未確定)
画面

利用者負担額
調整画面

新規作成

一覧から選択

保存する編集する
編集する

保存する

明細(確定済)
画面

上限管理を確定する

利用者負担上限月額
管理結果票(複数児童用)

出力一覧から選択

メニュー

『複数児童上限管理』を選択
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兄 妹

受給者証にある
利用者上限月額 4,600円 4,600円

自事業所で実績確定した
利用者負担額 3,000円 2,000円

他事業所で発生した
利用者負担額 0円 1,000円

複数児童上限管理を使用して
2人合わせて4,600円を上限に
利用者負担額を調整する。

自事業所で実績確定した
利用者負担額

他事業所で発生した
利用者負担額

3,000円 1,600円

0円0円

[調整後]

[調整前]

上限月額管理結果票の出力

上限管理の確定

複数児童上限管理機能では、同一世帯の児童の利用者請求金額、および他事業所での請求金額を
利用者上限月額内に収まるように調整します。
金額調整は以下のようなイメージで行います。

■利用者負担額の調整イメージ

利用者負担上限月額
管理結果票(複数児童用)

・調整した金額へ
利用者負担額が変更される。

・調整した金額を他事業所へ通知する。
・上限月額管理結果票を自治体に提出する。
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2-1．複数児童上限管理を新規作成する

（1）一覧画面
以下の手順で操作を行います。

②
①

①上限管理を行う実績が登録されている
サービス提供年月を選択します。

②『新規作成』をクリックします。

一覧
画面

対象児童選択
画面

明細(未確定)
画面

利用者負担額
調整画面

新規作成

一覧から選択

保存する編集する
編集する

保存する

明細(確定済)
画面

上限管理を確定する

利用者負担上限月額管理結果
票(複数児童用)

出力一覧から選択

複数児童上限管理をまだ行っていない場合、新規作成します。
新規作成では以下の画面を使用します。
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（2）対象児童選択画面（児童を追加）
複数児童上限管理を行う児童を選択します。

自事業所の児童は①『＋児童を追加』リンクから追加を行います。

① 『＋児童を追加』をクリックします。

①

《利用者情報》 - 〈受給者証情報〉 -〈上限管理事業所情報〉 で自事業所を指定している
児童が一覧表示されます。
一覧された児童から上限管理を行う児童を選択します。

② 『追加』ボタンをクリックします。

②
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クリックしたボタンの児童が画面に追加されます。

同じ手順でさらに児童を追加することができます。

ポイント

■行追加する

複数のサービス内容を入力する場合は、「行追加する」をクリックする
とサービス内容の 入力欄が表示されます。
、

■ ＋児童を追加
受給者証情報で自事業所が上限管理事業所になっていれば、実績確定前でも追加可能です。
上限管理を確定するまでに実績は確定する必要があります。

ポイント

■ 利用者上限管理との関係
利用者上限管理で上限管理を確定されている場合は対象児童として追加することはできませ
ん。

ポイント

■児童名、利用者名（保護者名）について

『児童名』には《利用者情報》 - 《受給者証情報(児童)》-〈障害児 氏名〉に設定した名前
が表示されます。
『利用者名(保護者名)』は《利用者情報》 - 〈氏名〉で設定した値が表示されます。

児童の名前は《利用者情報》 - 〈氏名〉ではなく、《利用者情報》 - 《受給者証情報(児
童)》-〈障害児 氏名〉に設定するようにしてください。

ポイント

■ 負担上限月額について

複数児童上限管理を行う場合、対象となる児童の負担上限月額は対象児童間での上限額と
なります。
カイポケでは≪台帳管理≫ - ≪利用者情報≫ -≪受給者証情報≫ ＜負担上限月額＞に設定
していただく必要があります。
受給者証の記載が変更前であっても、対象となる児童の負担上限月額は同じ金額を設定し
ておくようにしてください。
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■行追加する

複数のサービス内容を入力する場合は、「行追加する」をクリックする
とサービス内容の 入力欄が表示されます。
、

■ ＋児童を追加
受給者証情報で自事業所が上限管理事業所になっていれば、実績確定前でも追加可能で
す。
上限管理を確定するまでに実績は確定する必要があります。

注意
複数児童の場合の上限管理加算の算定について

複数児童で上限管理を行う場合、一般に上限管理加算の算定は一名でしか算定できません。
また、上限管理加算を算定した児童は、対象児童として1人目として置くことが一般的です。
（これらのルールは自治体によって運用が異なる可能性があるので、各自治体にお問い合わせ
ください）

■上限管理加算の算定について
利用者情報 - 受給者証情報 -上限管理事業所情報で上限管理を設定を自事業所としている場
合、利用者予実管理の初期表示が上限管理加算ありで表示されます。
このため、1人目以外でも上限管理加算が算定されている可能性があります。
　誤って上限管理加算を算定している場合は、以下の手順で上限管理加算を『なし』に設定し
てください。
 
  1. メニューから『予定・実績管理』-『利用者予実登録』から上限管理加算を『なし』にする
      児童を表示します。
  2. 実績が確定状態の場合は解除します。
  3. 上限管理加算で『なし』を選択します。

 

 4. 実績状態を解除した場合は再度、確定状態にします。

兄 妹

上限管理
加算あり

上限管理
加算なし

兄 妹

上限管理
加算あり

兄 妹

上限管理
加算あり

上限管理
加算なし

上限管理
加算あり

〇 正しい算定 × 上限管理加算が複数 × 1人目以外が加算算定

算定できるのは一名のみ 算定できるのは1人目の児童

『なし』を選択します。
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（３）対象児童を選択する。（利用者台帳にいない児童を追加）
自事業所で実績登録していない児童を上限管理する場合は①『＋利用者台帳にいない児童を
追加』
リンクから追加を行います。

① 『 ＋利用者台帳にいない児童を
追加』をクリックします。①

入力欄が追加されます。
② 『児童の名前』、③ 『受給者証番号』を入力します。
同じ手順でさらに児童を追加することが出来ます。

② ③

ポイント

■行追加する

複数のサービス内容を入力する場合は、「行追加する」をクリックする
とサービス内容の 入力欄が表示されます。
、

■ ＋利用者台帳にいない児童を追加
児童名、受給者証番号は関係事業所から連携された利用者負担額一覧表の記載内容などを
参考に入力してください。
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（４）対象児童を編集する。
追加した対象児童は①『矢印ボタン』を使用して順番を入れ替えたり、②『削除ボタン』を
使用して削除することが出来ます。

追加時の手順で合計4名まで追加することができます。

対象児童の編集が終わったら③『保存するボタン』を押します。

④『キャンセルボタン』を押すと編集内容を破棄して前の画面に戻ります。

① ②

④ ③

ポイント

■ 追加できる児童の人数
複数児童上限管理で調整できる児童の人数は4名までとなっています。

   5名以上の場合は手動で給付費明細を変更し、手書きで利用者負担上限月額管理結果票
(複数児童用)を作成いただく必要があります。

③『保存するボタン』をクリックすると『明細(未確定)画面』が表示されます。
保存内容を確認してください。
『明細(未確定)画面』については『2-1．複数児童上限管理を編集する』参照し
てください。

④『キャンセルボタン』をクリックした場合、遷移元の画面に戻ります。
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2-2．複数児童上限管理を編集する

（1）一覧画面
対象児童を保存した後、一覧画面を表示すると保存した内容が一覧表示されます。

①『上限管理状態(未確定)』をクリックすると明細(未確定)画面が表示されます。

①

一覧
画面

対象児童選択
画面

明細(未確定)
画面

利用者負担額
調整画面

新規作成

一覧から選択

保存する編集する
編集する

保存する

明細(確定済)
画面

上限管理を確定する

利用者負担上限月額管理結果
票(複数児童用)

出力一覧から選択

一旦新規作成から複数児童上限管理データを作成した場合は、そのデータの編集を行え
ます。
編集では以下の画面を使用します。

① 『上限管理状態(未確定)』 をクリックします。
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注意
警告アイコンが表示される場合

データ登録後に他の機能の操作によりデータが不整合な状態になった場合、上限管理状
態の横に警告アイコンが表示されます。
 【警告アイコンの例】

  不整合な状態は以下のような操作で発生します。
　・ データ登録後に受給者証の設定から上限管理事業所が自事業所以外に変更
        された場合
　・ 対象児童が利用者上限管理側で上限管理確定された場合
　・ etc..
 警告アイコンが表示された場合、明細画面を表示して警告内容を確認してください。
 【明細画面の警告内容の例】

 警告状態について説明されますので、説明にそって警告を解消してください。

　ポイント

■上限額管理状態

 『未確定』または『確定済』の状態を表示します。
  確定済の場合は合わせて確定した日時が表示されます。
　状態のリンクをクリックすると、 『未確定』の場合 明細(未確定)画面が、
 『確定済』の場合 明細(確定済)画面が表示されます。
本章では『未確定』をクリックした場合について説明します。



117

第4章 上限管理をする＿『利用者上限管理』

（2）明細(未確定)画面
明細(未確定)画面は対象児童の編集、利用者負担額の調整、上限管理の確定、削除が行
えます。

操作手順は以下の通りです。

①

②

③ ④

① 『編集する』をクリックすると
対象児童選択画面へ遷移します。

② 『編集する』をクリックすると
利用者負担額調整画面へ遷移します。

③ 『削除する』をクリックすると
このデータを削除します。

④ 『上限管理を確定する』をクリックすると
このデータを確定状態にします。
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① 編集する（対象児童選択画面）
『対象児童選択画面』へ遷移し、複数児童上限管理を行う児童の編集を行えます。

操作方法は『2-1．複数児童上限管理を新規作成する』と同様です。

OKボタンをクリックすると削除されます。

④ 上限管理を確定する
   上限管理の状態を『未確定』から『確定済』へ変更します。
     詳細は『2-3．複数児童上限管理を確定する』を参照ください。

② 編集する（利用者負担額調整画面）
     利用者負担額の調整を行えます。

　  操作方法は次章『 2-2.（3）利用者負担額調整画面』で説明します。

③ 削除する
     表示中のデータを削除することが出来ます。
     ボタンをクリック後、確認メッセージが表示されますので、OKをクリックするとデータ
     が削除されます。
     削除したデータは元に戻すことはできませんのでご注意ください。

ポイント

■支給決定保護者名について

支給決定保護者名は対象児童選択画面で選択された自事業所児童の『利用者名（保護者
名）』が表示されます。
複数の自事業所児童が存在した場合、先に選択された児童の『利用者名（保護者名）』
が表示されます。
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（3）利用者負担額調整画面
利用者負担額調整画面は児童ごとの利用者負担額を調整することが出来ます。
操作手順は以下の通りです。

② 自事業所の利用者負担額。

②

③

② 自事業所の利用者負担額
対象児童のうち、自事業所の児童の総費用額、利用者負担額、管理結果後利用者負
担額が一覧表示されます。

実績確定時の金額が表示され、この画面で金額を変更することはできません。

③ 『＋行追加』 他事業所の利用者負担額を追加する。

ポイント

■自事業所の児童の情報を変更したい

自事業所の児童の金額を変更したい場合は実績確定をやり直してください。
順番を変更したい場合は対象児童の順番を変更してください。

④ ⑤

① 利用者負担上限月額。

① 利用者負担上限月額
1人目の児童で算定した給付費明細 - 利用者上限月額が表示されます。
実績確定前の場合は0円で表示されます。
管理結果後利用者負担額はこの金額を上限に調整されます。
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（1） 児童名
対象児童で選択した児童が選択できます。保存するには必ず選択する必要がありま
す。

③ ＋行追加
『 ＋行追加』をクリックすると他事業所の利用者負担額を入力するための入力欄
が追加されます。

追加される入力欄

(1) (2) （3） (4)

(5)

（2） 事業所
台帳管理 – 他社事業所情報 で登録した事業所、および自法人の自事業所以外の事
業所を選択できます。保存するには必ず選択する必要があります。

他事業所から受け取った負担額一覧表の内容を転記していきます。
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（3）総費用額、利用者負担額、管理結果後利用者負担額
関連事業所から受け取った負担額一覧表から総費用額と利用者負担額を転記します。

管理結果後利用者負担額は利用者負担額を元に自動的に入力されます。
合計欄の各項目も入力された金額を元に自動的に計算されます。

自動入力されます。

ポイント
■管理結果後利用者負担額の調整

管理結果後利用者負担額は利用者負担額を上から合計して行き、上限月額
を超えない範囲で自動的に入力されます。

2,000円のうち合計3,700円を超えない金
額1,420円が入力されます。

上限月額は3,700円。

既に合計3,700円を超えているので
0円が入力されます。

最大で上限月額金額までの金額となります。

ポイント
■総費用額、利用者負担額の入力

総費用額、利用者負担額は負担額一覧表がまだ届いていない場合などを考慮し、いった
ん空のままで保存しておくことが可能です。
空にした金額は上限管理を確定するまでに入力しておく必要があります。
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（4）『×』ボタン
追加した行を削除します。

（5）合計行
総費用額、利用者負担額、管理結果後利用者負担額、各列の合計を自動的に計算し
て表示します。

管理結果後利用者負担額の合計の値は利用者負担上限月額以下の金額になるように
調整されます。

④ キャンセル
入力内容を破棄して『（2）明細(未確定)画面』へ遷移します。

⑤ 保存する
入力内容を保存して『（2）明細(未確定)画面』へ遷移します。

■登録できる他事業所の利用者負担額 上限数について

『 ＋行追加』をクリックすると他事業所の利用者負担額が追加できますが、上限は24
件までとなります。

注意
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2-3．複数児童上限管理を確定する

（1）一覧画面
対象児童、利用者負担額を保存した後、一覧画面を表示すると保存した内容が一覧表示さ
れます。

①『上限管理状態(未確定)』をクリックすると明細(未確定)画面が表示されます。

①

一覧
画面

対象児童選択
画面

明細(未確定)
画面

利用者負担額
調整画面

新規作成

一覧から選択

保存する編集する
編集する

保存する

明細(確定済)
画面

上限管理を確定する

利用者負担上限月額管理結果
票(複数児童用)

出力一覧から選択

関連事業所から受け取った負担額一覧表の金額を『利用者負担額調整画面』で全て入力し終
わったら、利用者負担上限月額管理結果票(複数児童用)を出力するために上限管理の確定を
行います。

① 『上限管理状態(未確定)』をク
リックします。
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（2）明細(未確定)画面
対象児童、利用者負担額を確認し、上限額管理結果を入力し、確定を行います。

操作手順は以下の通りです。

①

②

③

① 対象児童が正しいか確認する。

② 利用者負担額が正しいか確認する。

④ 『上限管理を確定する』をクリックすると
このデータを確定状態にします。

④

③上限管理結果の選択
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① 対象児童が正しいか確認する。

　確定前に登録した対象児童が正しいか確認します。
  
② 利用者負担額が正しいか確認する。

　確定前に関連事業所からいただいた負担額一覧表の内容と、登録した利用者負担額の内　
容が正しか確認します。
  

③ 上限管理結果の選択
　利用者負担額を上限管理した結果を選択します。
　選択内容は通常の利用者上限管理と同様です。
  

④上限管理を確定する
     上限管理の状態を『未確定』から『確定済』へ変更します。
     ボタンをクリック後、確認メッセージが表示されますので、OKをクリックすると
     確定済状態となります。
     一旦確定済状態にしたデータは内容の変更はできなくなります。
　 また未確定の状態に戻すことはできませんのでご注意ください。

OKボタンをクリックすると確定状態になります。

   確定すると『明細(確定済)画面』が表示されます。
 

ポイント

■確定したデータについて

一旦確定したデータは解除不能となります。誤って確定した場合は、確定済みのデータ
を削除し、再度新規登録していただく必要があります。

また、確定したデータは予定・実績管理のデータとは分離して管理されるため、予定・
実績管理を変更しても確定したデータは変更されません。
予定・実績管理を再確定した場合、確定した上限管理データは手動で削除していただく
必要があります。
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（3）明細(確定済)画面
明細(確定済)画面では確定済みデータの確認、『利用者負担上限月額管理結果票(複数
児童用) 』の出力が行えます。

操作手順は次章で説明します。
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2-4．利用者負担上限月額管理結果票(複数児童用)を出力する

（1）一覧画面
上限管理確定後に一覧画面を表示すると、確定済みのデータは青背景で一覧に表示され
ます。

①『上限管理状態(確定済)』をクリックすると明細(確定済)画面が表示されます。

①

一覧
画面

対象児童選択
画面

明細(未確定)
画面

利用者負担額
調整画面

新規作成

一覧から選択

保存する編集する
編集する

保存する

明細(確定済)
画面

上限管理を確定する

利用者負担上限月額管理結果
票(複数児童用)

出力一覧から選択

上限管理を確定すると利用者負担上限月額管理結果票(複数児童用)を出力することがで
きます。

① 『上限管理状態(未確定) 』を
クリックします。
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（2）明細(確定済)画面
明細(確定済)画面では『利用者負担上限月額管理結果票(複数児童用) 』の出力が行えま
す。
操作手順は以下の通りです。

①
①上限管理結果票出力
利用者負担上限月額管理結果票(複数児童用)の出力を行います。

② 『削除する』をクリックすると
このデータを削除します。

②
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① 上限管理結果票出力

　利用者負担上限月額管理結果票(複数児童用)をpdfファイルで出力します。
    各項目の出力内容は明細(確定済)画面の内容と同じです。

  

② 削除する

  表示している上限管理データを削除します。
   請求月が過去月になっている場合、確定済みのデータは削除することはできません。
   再請求する場合は上限管理も新規作成から作り直していただく必要があります。

  



国保連へ請求する
　　　　　　　＿『国保連請求管理』

第5章
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1．『国保連請求管理』機能でできること ・・・P131

2．請求する明細書を確認・確定する

1. 障害児通所給付費明細書・実績記録票・上限額管理結果票を確認する
2. 障害児通所給付費明細書・実績記録票・上限額管理結果票を確定する

・・・P133
・・・P134

3．紙や電子媒体で出力する

1. 様式を紙で出力する

2. .国保連に請求するデータを出力する

・・・P135
・・・P139



1．『国保連請求管理』機能でできること
第4章 上限管理をする＿『利用者上限管理』

注意

 伝送にて請求される会員様へ

カイポケ経営支援サービスにて伝送請求することは出来ません。 
伝送するためには国保連の「取込送信ソフト」が必要となります。

※このソフトウェアは、カイポケ経営支援サービスなどのベンダーソフトで出力されたデータ
を送信するために用意されたものです。

■入口画面の紹介

『国保連請求管理』機能では、以下のレセプト管理・請求を行うことができます。

■作成できる帳票
・障害児通所給付費・入所給付費等明細書
・サービス提供実績記録票
・上限額管理結果票

■各機能とのデータのつながり

実績確定 給付費明細書・ 
実績記録票

《利用者上限管理》

上限管理 
の確定

上限額管理結果票

様式確定

《利用者請求管理》

請求情報

データ出力 データ印刷

《国保連請求管理》＿〈月締め処 
理〉をクリックしてレセプトの
管理・請求を開始します。

《予定・実績管理》

131



■ 画面の見方

【一括チェック】にチェックを入れると、表示されている全利用者が選択されます。

ポイント
■『請求対象選択』画面に表示される利用者の表示条件
前月の11日～当月の10日までに《予定・実績管理》にて実績確定したデータが表示されま
す。
 例えば、「請求年月」が11月の場合、画面に表示されるデータは、
10月11日～11月10日までに実績確定されたデータとなります。
月遅れ請求や再請求の場合（例えば9月サービス提供の場合）でも、 10月11日～11月10日
までに実績確定をすれば、「請求年月」が11月の画面に利用者が表示されます。

サービス提供

国保連請求 11月

(a)

(b)

(c)

(a)請求年月が表示されます。「前月」「次月」で移動可能です。
(b)実績確定数と様式確定数を表示します。
(c)条件を指定して利用者を表示させます。
(d)チェックボックスにチェックを入れた利用者の様式を選択できます。
(e)予定実績画面で該当月に実績を確定した利用者と様式が表示されます。
※チェックを入れた帳票のみ様式の確定が可能です。
※【詳細】をクリックすると様式の内容を確認出来ます。
(f)チェックボックスにチェックを入れた利用者の様式を確定します。

実績確定

〈イメージ〉

実績確定
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10/11 11/10

9/1 10/1 11/1 12/1

9月分 10月分
（月遅れ・再請求）

ポイント

(d) (e)

(f)



2-1.障害児通所給付費・入所給付費等明細書・サービス提供
実績記録票・上限額管理結果票を確認する

2．請求する明細書を確認・確定する
第4章 上限管理をする＿『利用者上限管理』

障害児通所給付費明細書・実績記録票・上限額管理結果票の内容を確認します。
操作手順は以下の通りです。

①
①確認したい帳票の【詳細】を
クリックします。

②様式の内容を確認します。

ポイント

利用者負担額上限月額①、利用者負担額②、 
上限月額調整、上限額管理後利用者負担額、
自治体助成分請求額については、値を修正する
ことが可能です。

②
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①

②

注意
明細書の確定をしないと国保連へ請求することができません。
必ず以下の操作手順をご確認ください。

ポイント

不要な様式があった場合は、チェックを外すと様式は出力されません。

③

2-2.障害児通所給付費・入所給付費等明細書・提供実績記録
票・上限額管理結果票を確定する

請求する利用者の障害児通所給付費明細書を確定します。操作手順は以下の通りです。

①様式を確定する利用者を選択
します。

②『様式を確定する』を
クリックします。

③様式が確定されると【確定状
態】が確 定 済となり、確 定され
た時間が表示されます。
※背景が水色にかわります。

ポイント
②をクリックした際、既に請求情報が作成されている場合、 
右記の画面が表示されます。

『上書き』『新規作成』をクリックいただくと③画面に移行　
されます。
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3-1.様式を紙で出力する
3．紙や電子媒体で出力する

第4章 上限管理をする＿『利用者上限管理』

障害児通所給付費明細書・実績記録票・上限額管理結果票を紙で出力します。 
操作手順は以下の通りです。

②

③

④

①
①〈様式出力〉をクリック
します。

②印刷したい帳票の
『印刷プレビュー』をクリック
します。

③様 式に表 示させる請 求 年 月
日、事業所の名称、連絡先など
を設定します。

④『印刷プレビューする』を
クリックしま す。

ポイント

自社事業所名を変更した場合は、[出力する事業所名称の設定]を変更願います。
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■印刷イメージ(障害児通所給付費請求書・明細書)
ポイント

障害児通所給付費請求書・明細書は、都道府県等
番号毎に出力されます。
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■印刷イメージ(実績記録票)

ポイント

児童発達支援と放課後等デイサービスの提供実績記録票が出力可能です。
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■印刷イメージ(利用者負担上限額管理結果票)
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3-2．国保連に請求するデータを出力する
障害児通所給付費明細書・実績記録票・上限額管理結果票のデータを出力します。 
操作手順は以下の通りです。

注意

「開く」をクリックするとデータが破損する恐れがあります。
「開く」はクリックせず、必ず「保存」をクリックしてください。

データはPCに保存していただき、国保連ソフトで伝送処理をお願いいたします。

③

①〈様式出力〉をクリックしま
す。

②

②『伝送用』をクリックしま
す。

③画面下部にウインドウが表示
され るので、『保存』をクリッ
クします。
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①
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利用者へ請求する
＿『利用者請求管理』

第6章

140

1．『利用者請求管理』機能でできること ・・・P141

2．入金口座を設定する ・・・P142

3．入金状況を管理する

1. ．請求明細を確認・編集する
2. ．支払期日を設定する
3. ．入金状況（入金日）を登録する
4. ．口座振替の利用者の入金状況を管理する

・・・P143
・・・P145
・・・P147
・・・P149

4．請求書・領収書を印刷する

1 ．利用者ごとに印刷する
2 ．代理受領額通知書を印刷する
3 ．法人単位（全拠点）で印刷する
4 ．拠点単位で印刷する

・・・P153
・・・P156
・・・P157
・・・P159



1．『利用者請求管理』機能でできること
第6章 利用者へ請求する＿『利用者請求管理』

■入口画面紹介

《予定・実績管理》

実績確定

《利用者請求管理》

請求情報
設定

 (入金日・支払期日)

出力

請求書

領収書
実績解除

『利用者請求管理』機能では、利用者負担額の請求書や領収書の出力や、
 利用者からの入金管理を行うことができます。

■作成できる書類
・利用料請求書 ・利用料領収書 ・利用料領収書（控）
・サービス利用明細書 ・代理受領額通知書

■当機能利用前の設定
当機能をご利用いただくためには、《台帳管理》機能＿〈利用者情報〉にて
「利用者負担分の請求方法」を設定する必要があります。 
請求方法は「集金」「振込」「口座振替」から選択します。
操作方法につきましては、「3-1．「利用者情報」を新規登録する」にある
（1）のポイント2をご参照ください。

■各機能とのデータの繋がり
※《予定・実績管理》にて、予定や実績を確定すると《利用者請求情報》に請求情報（利用者名）が
表示されます。

入金済

×
利用料を入金済に設定する
と、 実績解除はできません。

《利用者請求管理》＿〈利用者請
求・入金管理〉をクリックして、
登録を開始します。
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2．入金口座を設定する
第6章 利用者へ請求する＿『利用者請求管理』

142

支払方法が口座振替の利用者がいる場合は、必ず登録してください。
支払方法が振込の場合は必須ではありませんので、任意でご登録ください。

利用者が利用料を入金する入金口座を設定します。操作手順は以下の通りです。
注意

④ ⑤

⑥

⑦

③『新規追加画面へ』をクリッ
クします。

④銀行名の頭文字をクリック
します。

⑤該当の銀行を選択します。

⑥ ④⑤と同様の手順で支店を選 
択します。

⑦口座種別から委託者コードま
でを入力します。

⑧『登録する』をクリックしま
す。

③

①TOP画面にて『管理用の画面
へ』をクリックします。

②《利用者請求管理》＿〈入金
口座管理〉をクリックします。

⑧

②

①



3-1．請求明細を確認・編集する
3．入金状況を管理する

第6章 利用者へ請求する＿『利用者請求管理』

請求明細を確認します。内容に間違いや不足がある場合は編集します。
操作手順は以下の通りです。

①

②

 《予定・実績管理》にて、実績の確定を行った利用者が『利用者請求一覧』に表示されます。
実績を解除しても、『利用者請求一覧』のデータは残ります。

メモ

4 

3 

1 

①〈利用者請求・ 入金管理〉をク
リックします。

②請求明細を確認する利用者名を 
クリックします。

③内容を確認し、必要に応じて各
項目の追加・変更を行います。

③

④

④『登録する』をクリック
します。

5 

2 

143



■諸費用追加する

返金が発生した場合の費用や、提供票に載せる必要がない経費などを諸費用として

登録することができます。

■医療費控除額

医療費控除額は、請求書には初期設定では表示されませんので、該当サービスが医療費
控除の 対象・対象外に関わらず、特に修正する必要はございません。
（請求明細を管理目的で利用される場合などは、医療費控除額を「0」に修正してくださ
い。）

ポイント3

ポイント2

『請求明細』画面にて、当月分の「請求方法」を変更することができます。

ポイント1

■請求方法について

当該月の利用者負担が発生しない場合は、本欄は空白となります。

『諸費用を追加する』をクリッ
クします。

諸費用の内容を入力します。

『登録する』をクリックしま
す。
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ポイント4

ポイント5

■表示対象 
請求明細のない利用者も表示できます。
諸費用のみを請求する場合、表示を切り替えて登録することができます。

第6章 利用者へ請求する＿『利用者請求管理』



1 

3-2．支払期日を設定する
利用者ごとに支払期日を設定します。操作方法は以下の通りです。

■『条件を指定して絞り込む』
「請求方法」や「入金状態」などの条件を指定して、一覧に表示させる利用者を絞り込む
ことができます。

ポイント1

ポイント2

■「請求方法」
《台帳管理》＿〈利用者情報〉より、利用者ごとに請求方法を設定します。操作方法は、
「3-1．「利用者情報」を新規登録する」にある（1）のポイント2をご参照ください。

④
⑤

① 
①〈利用者請求・入金管理〉を
クリックします。

②

2 
③ 

②支払期日を設定する利用者の
「選択」にチェックします。

③『支払期日を設定する』をク
リックします。

条件を入力します。

『検索する』をクリックしま
す。

④「支払期日」を入力します。

⑤『設定する』をクリックしま
す。
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支払期日の設定を行うと、下図の通り「支払期日」に日付が表示されます。 

メモ
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3-3．入金状況（入金日）を登録する

入金日の登録は、「請求方法」が「集金」か「振込」の利用者の場合が対象です。
「請求方法」が「口座振替」の場合は「3-4．口座振替の利用者の入金状況を管理する」の
（1）へお進みください。

「入金済」の利用者は画面上に表示されなくなります。
入金済の利用者を確認される場合は、［条件を指定して絞り込む］をクリックして、

「入金状態」の「□入金済」にチェックを入れれば確認することができます。

 

利用料を入金した利用者の入金日を登録します。操作方法は以下の通りです。

ポイント1

■入金状態
［入金日を設定する］をクリックすると、「未入金」から「入金済」に変わります。 
その他の「一部入金」については、次ページをご参照ください。

ポイント2

①
①〈利用者請求・入金管理〉を
クリックします。

2 

③

②

1 

②入金日を設定する利用者の
「選択」にチェックします。

③『入金日を設定する』をク
リックします。

「入金済」にチェックをすれ
ば、入金済みの利用者が一覧に
表示されます。
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メモ



一部入金の登録が完了すると、登録を行った利用者の「入金状態」が「一部入金」に変わり
ます。

メモ

■請求額の一部入金があった場合の登録方法
請求額の一部入金（集金または振込）があった場合の登録方法を説明します。 
操作手順は以下の通りです。

①
①〈利用者請求・入金管理〉を
クリックします。

②

②一部入金があった利用者名を
クリックします。

⑤

③「入金日」を入力します。

④「入金額」を入力します。

⑤『登録する』をクリックしま
す。
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③
④

第6章 利用者へ請求する＿『利用者請求管理』



3-4．口座振替の利用者の入金状況を管理する

③

（1）請求データを出力する
集金代行業者に受け渡す、請求データを全銀協形式で出力します。 
操作手順は以下の通りです。

1 

③『支払期日』をクリック
します。

④『請求データを出力する』を
クリックします。

2 

149

②《利用者請求管理》＿〈口座
振替管理〉をクリックします。②

以下の操作は一般ユーザーの会員様には行っていただけません。
拠点単位での印刷は管理用画面より行いますので、管理ユーザーの会員様のみ行えます。

注意 

請求方法が口座振替の利用者の、利用料入金までの操作方法を説明します。

第6章 利用者へ請求する＿『利用者請求管理』

①TOP画面にて
『管理用の画面へ』をクリック
します。

①

④



ポイント2
出力したデータは任意の記憶装置（FD、フラッシュメモリ、PC本体など）に保存してくださ
い。 保存したデータは集金代行業者に受け渡します。

ポイント1
〈利用者請求・入金管理〉画面にて、利用者の支払期日が設定されている請求情報が、口座
振替管理 一覧に表示されます。
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③

④

⑤

 集金代行業者より受け取った入金結果のファイルは、予めお使いのＰＣのデスクトップ
などのわかりやすい場所に保存しておくと、入金結果を取り込む際にスムーズです。

（2）入金結果を取り込む
入金を確認したら、入金結果を取り込みます。操作手順は以下の通りです。

①
①『支払期日』をクリックしま
す。

②『入金結果を取り込む』をク
リックします。

1
③『ファイルを選択』をクリッ
クします。

④該当のファイルを選択しま
す。

⑤『開く』をクリックします。

⑥『入金結果を取り込む』をク
リックします。

⑥
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メモ

②



振替ができなかった場合、『振替結果変更』をクリックすると、引落し結果を入力すること
ができます。
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ポイント1
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4-1．利用者ごとに印刷する
4．請求書・領収書を印刷する

第6章 利用者へ請求する＿『利用者請求管理』

利用者ごとに利用者の請求情報を印刷します。操作方法は以下の通りです。

①

②

③

①印刷する利用者名の「選択」
をクリックします。

②『印刷プレビューする』を
クリックします。

③印刷フォーマットを設定しま
す。

④『印刷プレビューする』を
クリックします。

タイプC、タイプDではチェックをした出力対象のみ印刷プレビューします。

ポイント

④
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■印刷イメージ

【タイプA】
利用者請求書・領収書・領収書
（控）をまとめて印刷します。

【タイプB】
利用者請求書兼領収書・領収書（控）
をまとめて印刷します。

【タイプC】
  利用者請求書・領収書・領収書（控）を別々に印刷します。
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タイプDではExcelでの出力が可能となっています。
ポイント

【タイプD】
利用者請求書・領収書・領収書（控）を別々に印刷します。タイプCよりも一部の文字
サイズが大きく、費用総額や介護保険給付額を記載した計算式を表示しています。
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4-2．代理受領額通知書を印刷する
代理受領額通知書を印刷します。操作方法は以下の通りです。

②

③

①

④

■印刷イメージ

①印刷する利用者の「選択」に
チェックをします。

②『代理受領額通知書印刷』を
クリックします。

③日付の設定を行います。

④『印刷プレビューする』をク
リックします。
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4-3．法人単位（全拠点）で印刷する

②

③

④ 

以下の操作は一般ユーザーの会員様には行っていただけません。
法人単位での印刷は管理用画面より行いますので、管理ユーザーの会員様のみ行えます。

法人内（全拠点）の利用者の請求情報を印刷します。操作方法は以下の通りです。

①

①TOP画面にて
『管理用の画面へ』をクリック
します。

②《利用者請求管理》＿〈利用
者請求・入金管理〉をクリック
します。

③「法人単位で出力する」に
表示される法人名をクリックし
ます。

④印刷する利用者名の「選択」
をクリックします。

⑤『印刷プレビューする』をク
リックします。
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注意

⑤ 



請求書・領収書の各タイプについては、「4-1．利用者ごとに印刷する」の
■印刷イメージをご参照ください。

■印刷イメージ

⑥ 
⑥印刷フォーマットを設定しま
す。

⑦『印刷プレビューする』をク
リックします。
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タイプC、タイプDではチェックをした出力対象のみ印刷プレビューします。
ポイント

第6章 利用者へ請求する＿『利用者請求管理』

メモ

⑦ 



4-4．拠点単位で印刷する

以下の操作は一般ユーザーの会員様には行っていただけません。
拠点単位での印刷は管理用画面より行いますので、管理ユーザーの会員様のみ行えます。

全拠点の利用者の請求情報を印刷します。操作方法は以下の通りです。

②

③

④

①

②《利用者請求管理》＿〈利用
者請求・入金管理〉をクリック
します。

③「拠点単位で出力する」に
表示される拠点名をクリックし
ます。

④印刷する利用者名の「選択」
をクリックします。

⑤『印刷プレビューする』をク
リックします。
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①TOP画面にて
『管理用の画面へ』をクリック
します。

第6章 利用者へ請求する＿『利用者請求管理』

注意 

⑤



請求書・領収書の各タイプについては、「4-1．利用者ごとに印刷する」の
■印刷イメージをご参照ください。

■印刷イメージ

⑥
⑥印刷フォーマットを設定しま
す。

⑦『印刷プレビューする』をク
リックします。
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タイプC、タイプDではチェックをした出力対象のみ印刷プレビューします。
ポイント

第6章 利用者へ請求する＿『利用者請求管理』

⑦

メモ



登録済みのデータを出力する
＿『各種情報出力』

第7章

161

1．『各種情報出力』機能でできること ・・・P162

2．各種データを出力する ・・・P163

3．債権情報データを出力する ・・・P165

4．統計情報データを出力する ・・・P167



1．『各種情報出力』機能でできること
第7章 登録済みのデータを出力する＿『各種情報出力』

『各種情報出力』機能では、台帳管理データや債権情報データ・統計情報デー
タをCSV形式やPDF形式で出力をすることができます。

■ 出力できるデータ
・台帳管理データ

|-職員情報
|-他社事業所情報
|-利用者情報
∟受給者証情報

・債権情報データ
|-利用者請求
|-未収一覧
∟請求情報PDF

・統計情報データ
|-延べ利用者数
∟処遇改善加算実績(対象サービス種類のみ)

■入口画面紹介

《各種情報出力》＿〈出力対象選 
択〉をクリックして、操作を開始
します。
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2．台帳管理データを出力する
第7章 登録済みのデータを出力する＿『各種情報出力』

「台帳管理」、「会員情報管理」で登録したデータをCSV形式で出力することができます。
操作手順は以下の通りです。

①

②

➂

(2)他社事業所情報を出力する

➂

①《各種情報出力》＿〈出力対
象選択〉をクリックします。

②『職員情報』をクリックしま
す。

➂『CSV出力』をクリックしま
す。

①

②

①《各種情報出力》＿〈出力対
象 選択〉をクリックします。

②『他社事業所情報』をクリッ
クします。

➂『CSV出力』をクリックしま
す。

(1)職員情報を出力する
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(3)利用者情報を出力する

(4)受給者証情報を出力する

①

②

①《各種情報出力》＿〈出力対
象 選択〉をクリックします。

②『利用者情報』をクリックし
ます。

➂

➂『CSV出力』をクリックしま
す。

①

②

①《各種情報出力》＿〈出力対
象選択〉をクリックします。

②『受給者情報』をクリックし
ます。

➂

➂『CSV出力』をクリックしま
す。
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3．債権情報データを出力する
第7章 登録済みのデータを出力する＿『各種情報出力』

国保連や利用者への請求データを出力することができます。
操作手順は以下の通りです。

(2)未収一覧を出力する

①
①《各種情報出力》＿〈出力対
象選択〉をクリックします。

②
②『利用者請求』をクリックし
ます。

➂

➂『CSV出力』をクリックしま
す。

①
①《各種情報出力》＿〈出力対
象選択〉をクリックします。

②

②『未収一覧』をクリックしま
す。

➂

➂『CSV出力』をクリックしま
す。
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(3)請求情報PDFを出力する

①
①《各種情報出力》＿〈出力対
象選択〉をクリックします。

②

②『請求情報PDF』をクリック
します。

➂

➂『PDF出力』をクリックしま
す。
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4．統計情報データを出力する
第7章 登録済みのデータを出力する＿『各種情報出力』

述べ利用者数と処遇改善加算実績を出力することができます。
操作手順は以下の通りです。

①

①《各種情報出力》＿〈出力対
象選択〉をクリックします。

②
②『延べ利用者数』をクリック
します。

➂ 

➂『CSV出力』をクリックしま
す。

(2)処遇改善加算実績を出力する
①《各種情報出力》＿〈出力対
象 選択〉をクリックします。

① 

②

②『処遇改善加算実績(対象サー
ビス種類のみ)』をクリックしま
す。

➂『CSV出力』をクリックしま
す。

➂ 

注意

◆ 処遇改善加算実績についての留意事項

・「管理用画面」から出力することはできません。複数事業所にてご利用頂いている場合は、
事業所毎に出力願います

・当該請求情報において再請求処理を実施されている場合は、最新の請求情報の値を出力します

(1)延べ利用者数を出力する
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使用中に困ったときも、お客さまの状況にあわせたサポートをご用意しています。

無料サポートのご案内
お問い合わせ

サイトトップ画面の右上にある[？]アイコンを
クリックし、表示される「マニュアル／よくあ
る質問」のメニューをクリックします。

カイポケよくある質問(FAQ)ページが開きま
す。マニュアルやレセプト操作、各種サービス
に関してのQ&A形式のページがございます。

よくある質問（FAQ）

専用のお問合せメール（BIZメール）

サイトトップ画面のメニューからレセプトをク
リックし、表示されるレセプト画面右下にある
「BIZメール」から「新規作成」をクリックし
ます。

お問い合わせ内容を入力して、「送信する」を
クリックしてください。

カスタマーサポートへ相談
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